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公布された条例のあらまし 
 

亀岡市職員の特殊勤務手当に関す

る条例の一部を改正する条例要綱 

 

１ 人事院規則の改正に準じ、新型コロナウイ

ルス感染症により生じた事態に対処するため

の業務に従事する職員の特殊勤務手当の特例

を廃止することとした。 

 

２ この条例は、公布の日から施行し、令和５

年５月８日から適用することとした。 

 

 

 

亀岡市人権条例（仮称）制定審議

会条例要綱 

 

１ 亀岡市人権条例（仮称）を制定するに当た

り、当該条例に関する事項を審議するため、

亀岡市人権条例（仮称）制定審議会を設置す

ることとした。 

 

２ この条例は、公布の日から施行することと

した。 

 

 

 

亀岡市印鑑条例の一部を改正する

条例要綱 

 

１ デジタル社会の形成を図るための関係法律

の整備に関する法律における電子署名等に係

る地方公共団体情報システム機構の認証業務

に関する法律の一部改正により、マイナン 

バーカードの電子証明書機能をスマートフォ

ン（移動端末設備）に搭載する等マイナン 

バーカードの利便性をさらに向上させるため

所要の規定整備を図ることとした。 

 

２ この条例は、別に規則で定める日から施行

することとした。 

 

 

 

亀岡市立幼稚園条例の一部を改正

する条例要綱 

 

１ 亀岡市立幼稚園における預かり保育につい

て、次のとおり改正することとした。 

⑴ 預かり保育の実施日拡大に伴い、所要の

規定整備を図ることとした。 

⑵ 同一世帯における第２子以降の子どもに

係る預かり保育料を無料とすることとした。 

 

２ この条例は、令和５年７月１日から施行す

ることとした。ただし、１の⑵の改正につい

ては、令和５年４月１日から適用することと

した。 

 

 

 

亀岡市特定教育・保育施設及び特

定地域型保育事業の運営に関する

基準を定める条例等の一部を改正

する条例要綱 

 

１ こども家庭庁設置法の施行に伴う関係法律

の整備に関する法律等の施行に伴い、関係す

る条例の規定整備を図ることとした。 

 

２ この条例は、公布の日から施行することと

した。 
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亀岡市地域公共交通会議条例の一

部を改正する条例要綱 

 

１ 地域公共交通網形成計画の改定に際し、地

域公共交通の活性化及び再生に関する法律に

基づく地域公共交通計画を策定するため、亀

岡市地域公共交通会議に事務局及び監査委員

を設置することとした。 

 

２ その他所要の規定整備を図ることとした。 

 

３ この条例は、公布の日から施行し、令和５

年４月１日から適用することとした。 

 

条 例 
 

 亀岡市職員の特殊勤務手当に関する条例の一

部を改正する条例をここに公布する。 

 

   令和５年７月１日 

 

          亀岡市長 桂川孝裕 

 

 亀岡市条例第１３号 

 

亀岡市職員の特殊勤務手当に関す

る条例の一部を改正する条例 

 

 亀岡市職員の特殊勤務手当に関する条例（昭

和５７年亀岡市条例第９号）の一部を次のよう

に改正する。 

 

 附則第２項を削り、附則第１項の見出し及び

項番号を削る。 

 

   附 則 

 

 この条例は、公布の日から施行し、令和５年

５月８日から適用する。 

 

「掲示済」 

 

 

 

 亀岡市人権条例（仮称）制定審議会条例をこ

こに公布する。 

 

   令和５年７月１日 

 

          亀岡市長 桂川孝裕 
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 亀岡市条例第１４号 

 

亀岡市人権条例（仮称）制定審議

会条例 

 

 （設置） 

第１条 亀岡市人権条例（仮称）（以下「条

例」という。）を制定するに当たり、当該条

例に関する事項を審議するため、亀岡市人権

条例（仮称）制定審議会（以下「審議会」と

いう。）を設置する。 

 （所掌事務） 

第２条 審議会は、市長の諮問に応じ、条例の

制定に関する事項について審議する。 

 （組織） 

第３条 審議会は、委員１５人以内で組織する。 

２ 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委

嘱又は任命する。 

⑴ 学識経験者 

⑵ 教育関係者 

⑶ 関係団体の役員又は構成員 

⑷ 公募の市民 

⑸ その他市長が必要と認める者 

 （任期） 

第４条 委員の任期は、委嘱又は任命の日から

当該諮問に係る審議が終了するまでの期間と

する。委員が欠けた場合における補欠委員の

任期も同様とする。 

 （会長及び副会長） 

第５条 審議会に会長及び副会長を置く。 

２ 会長は、委員の互選によって定める。 

３ 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。 

４ 副会長は、委員のうちから会長が指名する。 

５ 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があ

るときは、その職務を代理する。 

 （会議） 

第６条 審議会は、会長が招集し、会長が議長

となる。 

２ 審議会は、委員の過半数が出席しなければ、

会議を開くことができない。 

３ 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、

可否同数のときは、議長の決するところによ

る。 

 （委員以外の出席者） 

第７条 会長は、必要があると認めるときは、

委員以外の者の出席を求め、その説明若しく

は意見を聴き、又は資料の提出を求めること

ができる。 

 （庶務） 

第８条 審議会の庶務は、生涯学習部において

処理する。 

 （委任） 

第９条 この条例に定めるもののほか、審議会

の運営に関し必要な事項は、市長が別に定め

る。 

 

   附 則 

 

 この条例は、公布の日から施行する。 

 

「掲示済」 

 

 

 

 亀岡市印鑑条例の一部を改正する条例をここ

に公布する。 

 

   令和５年７月１日 

 

          亀岡市長 桂川孝裕 

 

 亀岡市条例第１５号 

 

亀岡市印鑑条例の一部を改正する

条例 

 



 
亀 岡 市 公 報 

 6 

第９４３号令和５年８月１５日発行 

 亀岡市印鑑条例（平成６年亀岡市条例第２０

号）の一部を次のように改正する。 

 

 第２条に次の４号を加える。 

⑶ 個人番号カード 行政手続における特定

の個人を識別するための番号の利用等に関

する法律（平成２５年法律第２７号）第２

条第７項に規定する個人番号カードをいう。 

⑷ 移動端末設備 電気通信事業法（昭和 

５９年法律第８６号）第１２条の２第４項

第２号ロに規定する移動端末設備をいう。 

⑸ 個人番号カード用利用者証明用電子証明

書 電子署名等に係る地方公共団体情報シ

ステム機構の認証業務に関する法律（平成

１４年法律第１５３号。以下「公的個人認

証法」という。）第２２条第１項に規定す

る個人番号カード用利用者証明用電子証明

書をいう。 

⑹ 移動端末設備用利用者証明用電子証明書 

 公的個人認証法第３５条の２第１項に規

定する移動端末設備用利用者証明用電子証

明書をいう。 

 第１４条第２項中「利用者証明用電子証明書

（電子署名等に係る地方公共団体情報システム

機構の認証業務に関する法律（平成１４年法律

第１５３号）第２２条第１項に規定する利用者

証明用電子証明書をいう。以下同じ。）が記録

された個人番号カード（行政手続における特定

の個人を識別するための番号の利用等に関する

法律（平成２５年法律第２７号）第２条第７項

に規定する個人番号カードをいう。以下同

じ。）」を「個人番号カード用利用者証明用電

子証明書を記録した個人番号カード」に改める。 

 第１５条中「利用者証明用電子証明書が記録

された個人番号カード」を「個人番号カード用

利用者証明用電子証明書を記録した個人番号 

カード又は移動端末設備用利用者証明用電子証

明書を記録した移動端末設備」に改め、「暗証

番号を入力すること」の次に「又は代替となる

認証機能を用いること」を加える。 

 第１６条第１号中「利用者証明用電子証明書

が記録された個人番号カード」を「個人番号 

カード用利用者証明用電子証明書を記録した個

人番号カード」に改める。 

 

   附 則 

 

 この条例は、別に規則で定める日から施行す

る。 

 

「掲示済」 

 

 

 

 亀岡市立幼稚園条例の一部を改正する条例を

ここに公布する。 

 

   令和５年７月１日 

 

          亀岡市長 桂川孝裕 

 

 亀岡市条例第１６号 

 

亀岡市立幼稚園条例の一部を改正

する条例 

 

 亀岡市立幼稚園条例（昭和４０年亀岡市条例

第２４号）の一部を次のように改正する。 

 

 第４条第２項中「別表に定める」を「幼児１

人につき１時間当たり１００円（１日当たりの

限度額は４５０円とし、１月当たりの限度額は

４，０００円とする。）の」に改め、同条第４

項を次のように改める。 

４ 同一世帯における２人目以降の預かり保育

料は、無料とする。 
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 別表を削る。 

 

   附 則 

 

 この条例は、令和５年７月１日から施行する。

ただし、第４条第４項の改正規定は、令和５年

４月１日から適用する。 

 

「掲示済」 

 

 

 

 亀岡市特定教育・保育施設及び特定地域型保

育事業の運営に関する基準を定める条例等の一

部を改正する条例をここに公布する。 

 

   令和５年７月１日 

 

          亀岡市長 桂川孝裕 

 

 亀岡市条例第１７号 

 

亀岡市特定教育・保育施設及び特

定地域型保育事業の運営に関する

基準を定める条例等の一部を改正

する条例 

 

（亀岡市特定教育・保育施設及び特定地域型

保育事業の運営に関する基準を定める条例の

一部改正） 

第１条 亀岡市特定教育・保育施設及び特定地

域型保育事業の運営に関する基準を定める条

例（平成２６年亀岡市条例第２１号）の一部

を次のように改正する。 

 「第１９条第１項第３号」を「第１９条第

３号」に、「第１９条第１項各号」を「第 

１９条各号」に、「第１９条第１項第１号」

を「第１９条第１号」に、「第１９条第１項

第２号」を「第１９条第２号」に改める。 

 第５条第２項第３号中「同項第３号」を

「同条第３号」に改める。 

 第７条第３項中「同項第２号」を「同条第

２号」に改める。 

 第１６条第１項第３号中「第２５条」を

「第２５条第１項」に改め、同項第４号中

「厚生労働大臣」を「内閣総理大臣」に改め

る。 

 第３６条中「同項第２号」を「同条第２

号」に改める。 

 第３７条中「同項第１号」を「同条第１

号」に改める。 

 第４５条中「厚生労働大臣」を「内閣総理

大臣」に改める。 

 第５２条第３項及び第５３条第２項中「同

項第３号」を「同条第３号」に改める。 

（亀岡市特定教育・保育施設及び特定地域型

保育事業の保育料に関する条例の一部改正） 

第２条 亀岡市特定教育・保育施設及び特定地

域型保育事業の保育料に関する条例（平成 

２７年亀岡市条例第１１号）の一部を次のよ

うに改正する。 

 第２条第１項第１号ア中「第１９条第１項

第１号」を「第１９条第１号」に改め、同号

イ中「第１９条第１項第２号」を「第１９条

第２号」に改め、同項第２号中「第１９条第

１項第３号」を「第１９条第３号」に改める。 

 （亀岡市立認定こども園条例の一部改正） 

第３条 亀岡市立認定こども園条例（令和元年

亀岡市条例第５３号）の一部を次のように改

正する。 

 第５条第１号中「第１９条第１項第１号」

を「第１９条第１号」に改め、同条２号中

「第１９条第１項第２号」を「第１９条第２

号」に改め、同条３号中「第１９条第１項第

３号」を「第１９条第３号」に改める。 
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（亀岡市家庭的保育事業等の設備及び運営に

関する基準を定める条例の一部改正） 

第４条 亀岡市家庭的保育事業等の設備及び運

営に関する基準を定める条例（平成２６年亀

岡市条例第２２号）の一部を次のように改正

する。 

 第２６条中「厚生労働大臣」を「内閣総理

大臣」に改める。 

 

   附 則 

 

 この条例は、公布の日から施行する。 

 

「掲示済」 

 

 

 

 亀岡市地域公共交通会議条例の一部を改正す

る条例をここに公布する。 

 

   令和５年７月１日 

 

          亀岡市長 桂川孝裕 

 

 亀岡市条例第１８号 

 

亀岡市地域公共交通会議条例の一

部を改正する条例 

 

 亀岡市地域公共交通会議条例（平成２９年亀

岡市条例第２２号）の一部を次のように改正す

る。 

 

 第１条中「地域公共交通網形成計画（以下

「網形成計画」という。）」を「地域公共交通

計画（以下「交通計画」という。）」に改める。 

 第２条第２号中「網形成計画」を「交通計

画」に改める。 

 第７条を次のように改める。 

 （事務局） 

第７条 交通会議の事務を処理するため、交通

会議に事務局を置く。 

２ 事務局をまちづくり推進部に置く。 

３ 事務局に関し必要な事項は、会長が別に定

める。 

 第８条の見出しを「（委任）」に改め、同条

中「市長」を「会長」に改め、同条を第１０条

とし、第７条の次に次の２条を加える。 

 （監査） 

第８条 交通会議に監査委員を置く。 

２ 監査委員は、委員のうちから会長が指名す

る。 

３ 監査委員は、交通会議の出納を監査し、監

査の結果を会長に報告しなければならない。 

 （財務に関する事項） 

第９条 交通会議の予算編成、現金の出納その

他の財務に関し必要な事項は、会長が別に定

める。 

 

   附 則 

 

 この条例は、公布の日から施行し、令和５年

４月１日から適用する。 

 

「掲示済」 
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規 則 
 

 亀岡市立認定こども園条例施行規則及び亀岡

市立認定こども園における預かり保育の実施に

関する規則の一部を改正する規則をここに公布

する。 

 

   令和５年７月１日 

 

          亀岡市長 桂川孝裕 

 

 亀岡市規則第２５号 

 

亀岡市立認定こども園条例施行規

則及び亀岡市立認定こども園にお

ける預かり保育の実施に関する規

則の一部を改正する規則 

 

（亀岡市立認定こども園条例施行規則の一部

改正） 

第１条 亀岡市立認定こども園条例施行規則

（令和元年亀岡市規則第４８号）の一部を次

のように改正する。 

 第５条第１号中「第１９条第１項第１号」

を「第１９条第１号」に改め、同条第２号中

「第１９条第１項第２号」を「第１９条第２

号」に、「同項第３号」を「第３号」に改め

る。 

（亀岡市立認定こども園における預かり保育

の実施に関する規則の一部改正） 

第２条 亀岡市立認定こども園における預かり

保育の実施に関する規則（令和元年亀岡市規

則第４９号）の一部を次のように改正する。 

 第２条中「第１９条第１項第１号」を「第

１９条第１号」に改める。 

 

   附 則 

 

 この規則は、公布の日から施行する。 

 

「掲示済」 

 

 

 

 亀岡市税条例施行規則の一部を改正する規則

をここに公布する。 

 

   令和５年７月３日 

 

          亀岡市長 桂川孝裕 

 

 亀岡市規則第２６号 

 

亀岡市税条例施行規則の一部を改

正する規則 

 

 亀岡市税条例施行規則（昭和６０年亀岡市規

則第１７号）の一部を次のように改正する。 

 

 第４３条中「又は別記第６３号様式の２」を

「、別記第６３号様式の２又は別記第６３号様

式の３」に改める。 

 別記第６３号様式の２の次に次の１様式を加

える。 
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第６３号様式の３（第４３条関係） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（備考） 

１ 標識は、図示の例により、上段に市名を表

示する文字を、下段にアルファベット文字及

び４桁以下の数字をもって表示する。 

２ 標識の地の塗色は、白色とする。 

３ 標識の文字の塗色は、濃紺色とする。 

４ この標識は、特定小型原動機付自転車の所

有者又は使用者に交付する。 

 

   附 則 

 

 この規則は、公布の日から施行する。 

 

「掲示済」 

 

告 示 
 

 亀岡市告示第１３２号 

 

 亀岡市低所得世帯支援給付金支給事務実施要

綱を次のように定める。 

 

   令和５年７月１日 

 

          亀岡市長 桂川孝裕 

 

亀岡市低所得世帯支援給付金支給

事務実施要綱 

 

 （目的） 

第１条 この要綱は、電力、ガス、食料品等の

価格高騰による負担増を踏まえ、特に家計へ

の影響が大きい低所得世帯に対して、亀岡市

低所得世帯支援給付金（以下「低所得世帯支

援給付金」という。）を支給する令和５年度

の亀岡市低所得世帯支援事業（以下「支援事

業」という。）に関し、必要な事項を定める

ことにより、市民生活の安定化、地域経済の

活性化、ポストコロナに向けた経済構造の転

換及び好循環の実現等に資することを目的と

する。 

 （定義） 

第２条 低所得世帯支援給付金は、前条の目的

を達成するために、亀岡市（以下「市」とい

う。）から支給される給付金をいう。 

 （支給対象者） 

第３条 低所得世帯支援給付金の支給対象者

（以下「支給対象者」という。）は、令和５

年６月１日（以下「基準日」という。）にお

いて、市の住民基本台帳に記録されている者

（基準日以前に、住民基本台帳法（昭和４２

年法律第８１号）第８条の規定により住民票
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を消除されていた者で、基準日において、日

本国内で生活していたが、いずれの市町村の

住民基本台帳にも記録されておらず、かつ、

基準日の翌日以後初めて市の住民基本台帳に

記録されることとなったものを含む。）で 

あって、令和５年度分の市町村民税均等割が

非課税である世帯（同一の世帯に属する者全

員が、地方税法（昭和２５年法律第２２６

号）の規定による令和５年度分の市町村民税

（同法の規定による特別区民税を含む。以下

同じ。）均等割が課されていない者又は市町

村の条例で定めるところにより当該市町村民

税均等割を免除された者である世帯をい

う。）の世帯主とする。 

２ 前項の規定にかかわらず、次の各号のいず

れかに該当する世帯は、低所得世帯支援給付

金の支給の対象としない。 

⑴ 令和５年度に他の市町村等から低所得世

帯支援給付金と同様の趣旨の他の給付金等

の支給を受けた世帯 

⑵ 市町村民税均等割が課税されている者の

扶養親族等のみで構成される世帯 

⑶ 租税条約による免除の適用の届出によっ

て市町村民税均等割が課されていない者を

含む世帯 

 （支給額） 

第４条 前条の規定により支給対象者に対して

支給する低所得世帯支援給付金の金額は、１

世帯当たり３０，０００円とする。 

 （受給権者） 

第５条 低所得世帯支援給付金の受給権者は、

支給対象となる世帯の世帯主とする。ただし、

当該世帯主が基準日以降に死亡した場合は、

他の世帯構成者の中から新たに当該世帯の世

帯主となった者又は他の世帯構成者の中から

選ばれた者を受給権者とする。 

２ 配偶者、その他親族等からの暴力等を理由

に避難している者、児童福祉法（昭和２２年

法律第１６４号）、身体障害者福祉法（昭和

２４年法律第２８３号）、知的障害者福祉法

（昭和３５年法律第３７号）及び老人福祉法

（昭和３８年法律第１３３号）に定める措置

を受けた者等の特別な配慮を要する者の取扱

いについては、別記のとおりとする。 

 （確認書の送付等） 

第６条 市は、第３条に掲げる支給要件を満た

すことを確認できる世帯として市長が別に定

めるものに対し、亀岡市低所得世帯支援給付

金支給要件確認書（以下「確認書」とい

う。）を送付するものとする。 

２ 前項の規定による確認書の送付を受けた者

のうち、低所得世帯支援給付金の支給を受け

ようとするものは、当該確認書に必要事項を

記載し、市長に提出しなければならない。 

 （支給の通知等） 

第７条 市は、前条の規定にかかわらず、市長

が別に定める者に対し、低所得世帯支援給付

金の支給の通知を行うものとする。 

２ 前項の規定による支給の通知を受けた者は、

亀岡市低所得世帯支援給付金受給辞退の届出

書による受給の辞退又は亀岡市低所得世帯支

援給付金支給口座変更等の届出書による受取

口座の変更を届け出ることができる。 

３ 市長は、別に定める日までに前項の届出が

ないときは、速やかに支給を決定し、受給権

者に対し、低所得世帯支援給付金を支給する

ものとする。 

 （支給の方式等） 

第８条 確認書の送付又は支給の通知を受けて

いない者のうち、低所得世帯支援給付金の支

給を受けようとするものは、亀岡市低所得世

帯支援給付金申請書（請求書）（以下「申請

書」という。）を市長に提出しなければなら

ない。 

２ 申請書の提出に基づく支給は、次の各号に

掲げる方式のいずれかにより行う。この場合、
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第２号に掲げる方式は、受給権者が金融機関

に口座を開設していないこと、金融機関から

著しく離れた場所に居住していることその他

第１号による支給が困難な場合に限り行う。 

⑴ 指定口座振込方式 市が申請者から指定

された金融機関の口座に振り込む方式 

⑵ 窓口現金受領方式 市が窓口で現金を交

付することにより支給する方式 

３ 申請者は、低所得世帯支援給付金の申請に

当たり、公的身分証明書の写し等を提出又は

提示すること等により、申請者本人による申

請であることを証する。 

 （代理人による申請） 

第９条 受給権者に代わり、確認書又は申請書

（以下「確認書等」という。）の提出を行う

ことができる者（以下「代理人」という。）

は、次の各号のいずれかに該当するものとす

る。 

⑴ 基準日時点での受給権者の属する世帯の

世帯構成者 

⑵ 受給権者の法定代理人（親権者、未成年

後見人、成年後見人、代理権付与の審判が

なされた保佐人及び代理権付与の審判がな

された補助人をいう。） 

⑶ 親族その他の平素から受給権者本人の身

の回りの世話をしている者等で市長が特に

認める者 

２ 市は、代理人が確認書を提出するときは委

任欄への記載を、代理人が申請書を提出する

ときは委任状の提出を、それぞれ求めるもの

とする。この場合において、市は公的身分証

明書の写し等の提出又は提示を求めること等

により、代理人が当該代理人本人であること

の確認を行う。 

３ 市は、代理人が第１項第１号に該当する場

合は住民基本台帳により、代理人が同項第２

号又は第３号に該当する場合は市長が別に定

める方法により、代理権の確認を行う。 

 （申請期限等） 

第１０条 低所得世帯支援給付金の申請受付開

始日は、令和５年８月１日とする。 

２ 確認書等の提出期限は、令和５年９月２９

日とする。ただし、市長が別に定める場合は、

この限りでない。 

 （支給の決定） 

第１１条 市長は、確認書等を受理したときは、

その内容を確認の上、支給の可否を決定し、

支給を決定したときは、低所得世帯支援給付

金を支給するものとする。 

（低所得世帯支援給付金の支給等に関する周

知） 

第１２条 市長は、支援事業の実施に当たり、

支給対象者の要件、申請の方法、申請受付開

始日等の支援事業の概要について、広報その

他の方法による住民への周知を行う。 

 （申請が行われなかった場合等の取扱い） 

第１３条 市長が、前条の規定による周知を 

行ったにもかかわらず、支給対象者から第 

１０条第２項の提出期限までに確認書等の提

出が行われなかった場合、支給対象者が低所

得世帯支援給付金の支給を受けることを辞退

したものとみなす。 

２ 市長が、第１１条の規定による支給の決定

を行った後、確認書等の不備による振込不能

等があり、市が確認等に努めたにもかかわら

ず、確認書等の補正が行われないことその他

支給対象者の責に帰すべき事由により支給が

完了できない場合は、当該申請は取り下げら

れたものとみなす。 

 （不当利得の返還） 

第１４条 市長は、偽りその他不正の手段によ

り低所得世帯支援給付金の支給を受けた者に

対しては、支給を行った低所得世帯支援給付

金の返還を求める。 

 （受給権の譲渡又は担保の禁止） 

第１５条 低所得世帯支援給付金の支給を受け
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る権利は、譲渡し、又は担保に供してはなら

ない。 

 （その他） 

第１６条 この要綱の実施のために必要な事項

は、市長が別に定める。 

 

   附 則 

 

 （施行期日） 

１ この要綱は、告示の日から実施する。 

 （失効） 

２ この要綱は、令和６年３月３１日限り、そ

の効力を失う。ただし、この要綱に基づき支

給された低所得世帯支援給付金について、第

１４条の規定は、同日以降もなおその効力を

有する。 

 

別記（第５条関係） 

 

１ 配偶者やその他親族からの暴力等を理由と

した避難事例の取扱い 

⑴ 以下に掲げる事例であって、かつ、⑵の

申出者の満たすべき一定の要件を満たして

おり、その旨を申し出た場合、当該申出を

行った者（以下「申出者」という。）につ

いては、基準日時点で申出者が市に住民票

が所在しない場合にも、当該申出者の低所

得世帯支援給付金については、市から支給

する。 

ア 配偶者からの暴力等を理由に避難し、

配偶者と生計を別にしている者（婦人相

談所一時保護所（一時保護委託契約施設

を含む。以下同じ。）又は婦人保護施設

の入所者の暴力被害が、当該入所者の親

族（配偶者を除く。以下同じ。）など、

当該入所者が属する世帯の者が加害者で

あって、当該親族と生計を別にしている

入所者を含む。）及びその同伴者であっ

て、基準日において市に住民票を移して

いない者 

イ 親族からの暴力等を理由とした避難事

例で、親族からの暴力等を理由に避難し

ている者が自宅には帰れない事情を抱え

ているもの 

⑵ 申出者の満たすべき一定の要件は、次の

アからエまでに掲げる要件のいずれかを満

たすものとする。 

ア 申出者の配偶者に対し、配偶者からの

暴力の防止及び被害者の保護等に関する

法律（平成１３年法律第３１号）第１０

条に基づく保護命令（同条第１項第１号

に基づく接近禁止命令又は同項第２号に

基づく退去命令をいう。）が出されてい

ること。 

イ 婦人相談所による「配偶者からの暴力

の被害者の保護に関する証明書」（親族

からの暴力を理由に婦人相談所一時保護

所又は婦人保護施設に入所している者に

婦人相談所により発行される「配偶者か

らの暴力の被害者の保護に関する証明

書」と同様の内容が記載された証明書を

含む。）が発行されていること。 

 なお、婦人相談所以外の配偶者暴力対

応機関（配偶者暴力相談支援センター、

福祉事務所及び市の配偶者暴力相談支援

担当部署）や行政機関や関係機関と連携

してＤＶ被害者支援を行っている民間支

援団体（婦人保護事業委託団体、地域Ｄ

Ｖ協議会参加団体、補助金等交付団体）

が発行した確認書も、上記証明書と同様

のものとして取り扱う。 

ウ 基準日の翌日以降に住民票が市へ移さ

れ、住民基本台帳事務処理要領（昭和 

４２年自治振第１５０号等自治省行政局

長等通知）に基づく支援措置の対象と 

なっていること。 



 
亀 岡 市 公 報 

 14 

第９４３号令和５年８月１５日発行 

エ アからウに掲げる場合のほか、申出者

と住民票上の世帯との間に生活の一体性

がないと認められる場合 

 これには、婦人保護施設等に申出者が

児童とともに入所している場合で、申出

者の配偶者に対して当該児童への接見禁

止命令が発令されている場合など、当該

取扱いの趣旨を踏まえ、明らかに申出者

と住民票上の世帯との生計が同一ではな

いと判断することができる場合を含む。 

 

２ 措置入所等児童の取扱い 

 基準日において、以下の⑴から⑹までのい

ずれかに該当する児童（基準日時点で１８歳

に満たない者をいう。以下同じ。）及び児童

以外の者（基準日時点で原則として２２歳に

達する日の属する年度の末日までにある者

（疾病等やむを得ない事情による休学等によ

り、当該年度の末日を越えて在学している場

合を含む。）及び⑹における母子生活支援施

設の入所者を含む。以下同じ。）については、

市において申請する権利を有する者（以下

「申請権者」という。）及び受給権者（以下

「申請・受給権者」という。）とする。 

⑴ 児童福祉法第２７条第１項第３号の規定

により同法第６条の３第８項に規定する小

規模住居型児童養育事業を行う者又は同法

第６条の４に規定する里親に委託されてい

る児童（保護者（児童福祉法第６条に規定

する保護者をいう。⑵において同じ。）の

疾病、疲労その他の身体上若しくは精神上

又は環境上の理由により家庭において児童

を養育することが一時的に困難となったこ

とに伴い、２箇月以内の期間を定めて行わ

れる委託をされている児童を除く。） 

⑵ 児童福祉法第２７条第１項第３号の規定

により入所措置が採られて同法第４２条に

規定する障害児入所施設（以下「障害児入

所施設」という。）に入所し、若しくは同

法第２７条第２項の規定により同法第６条

の２の２第３項に規定する指定発達支援医

療機関（以下「指定発達支援医療機関」と

いう。）に入院し、又は同法第２７条第１

項第３号若しくは第２７条の２第１項の規

定により入所措置が採られて同法第３７条

に規定する乳児院、同法第４１条に規定す

る児童養護施設、同法第４３条の２に規定

する児童心理治療施設若しくは同法第４４

条に規定する児童自立支援施設（以下「乳

児院等」という。）に入所している児童

（当該児童心理治療施設又は児童自立支援

施設に通う者、２箇月以内の期間を定めて

行われる障害児入所施設への入所又は指定

発達支援医療機関への入院をしている者及

び保護者の疾病、疲労その他の身体上若し

くは精神上又は環境上の理由により家庭に

おいて児童を養育することが一時的に困難

となったことに伴い、２箇月以内の期間を

定めて行われる乳児院等への入所をしてい

る児童を除く。） 

⑶ 身体障害者福祉法第１８条第２項若しく

は知的障害者福祉法第１６条第１項第２号

の規定により入所措置が採られて障害者支

援施設（障害者の日常生活及び社会生活を

総合的に支援するための法律（平成１７年

法律第１２３号）第５条第１１項に規定す

る障害者支援施設をいう。）又はのぞみの

園（独立行政法人国立重度知的障害者総合

施設のぞみの園法（平成１４年法律第  

１６７号）第１１条第１号の規定により独

立行政法人国立重度知的障害者総合施設の

ぞみの園が設置する施設をいう。）に入所

している児童（２箇月以内の期間を定めて

行われる入所をしている者を除き、１８歳

に達する日以後の最初の３月３１日までの

間にある者のみで構成する世帯に属してい
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る者に限る。） 

⑷ 生活保護法（昭和２５年法律第１４４

号）第３０条第１項ただし書の規定により

同法第３８条第２項に規定する救護施設、

同条第３項に規定する更生施設若しくは同

法第３０条第１項ただし書に規定する日常

生活支援住居施設に入所し、又は売春防止

法（昭和３１年法律第１１８号）第３６条

に規定する婦人保護施設に入所している児

童（２箇月以内の期間を定めて行われる入

所をしている者及び一時保護委託がされて

いる者を除き、１８歳に達する日以後の最

初の３月３１日までの間にある者のみで構

成する世帯に属している者に限る。） 

⑸ 児童福祉法第２５条の７第１項第３号の

規定により同法第６条の３第１項に規定す

る児童自立生活援助事業における住居に入

居している児童等（２箇月以内の期間を定

めて行われる入所をしている者を除き、児

童以外の者にあっては、同法の規定及び

「社会的養護自立支援事業等の実施につい

て」により、入居している者に限る。） 

⑹ 児童福祉法第２３条第１項の規定により

同法第３８条に規定する母子生活支援施設

に入所している者（２箇月以内の期間を定

めて行われる入所をしている者を除く。） 

 

３ 入所措置等が執られている障害者・高齢者

の取扱い 

 以下の⑴又は⑵のいずれかに該当する「措

置入所等障害者」又は「措置入所等高齢者」

（以下「措置入所等障害者・高齢者」とい

う。）であって、基準日において、市に住民

基本台帳に記録されている者については、市

における申請・受給権者とする。ただし、市

で入所等の措置を講じ、措置入所等担当課室

から給付金担当課室に対して、施設所在市町

村に住民票を移していない措置入所等障害

者・高齢者に関する情報提供が行われた場合、

当該措置入所等障害者・高齢者に支給する。 

⑴ 「措置入所等障害者」とは、身体障害者

福祉法第１８条第１項若しくは第２項又は

知的障害者福祉法第１５条の４若しくは第

１６条第１項第２号の規定による措置が執

られている者（措置が執られている者には、

措置施設入所者や措置入所に準ずるものと

して措置権者が適当と認める者（成年後見

人、代理権付与の審判がなされた保佐人及

び代理権付与の審判がなされた補助人が選

任されている者等を含む。）を含む。以下

同じ。）（２箇月以内の期間を定めて行わ

れる入所等をしている者を除く。） 

⑵ 「措置入所等高齢者」とは、老人福祉法

第１０条の４第１項及び第１１条第１項の

規定による入所等の措置等が執られている

者（２箇月以内の期間を定めて行われる入

所等をしている者を除く。） 

 

４ ホームレス等の取扱い 

 居住が安定していないいわゆるホームレス

の方や事実上ネットカフェに寝泊まりしてい

る方であって、いずれの市町村の住民基本台

帳にも記録されていない者について、基準日

の翌日以降、市において住民基本台帳に記録

されたときは、市における申請・受給権者と

する。 

 

５ 無戸籍者の取扱い 

 現に住民基本台帳に記録されていない者で

あって、自己又はその未成年の子等が無戸籍

であると市に申し出た者について、法務局等

において無戸籍者として把握していることを

市長が相当と認めるときは、市における申

請・受給権者とする。 

 

「掲示済」 
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 亀岡市告示第１３３号 

 

 亀岡市特別保育事業費補助金交付要綱等の一

部を改正する告示を次のように定める。 

 

   令和５年７月１日 

 

          亀岡市長 桂川孝裕 

 

亀岡市特別保育事業費補助金交付

要綱等の一部を改正する告示 

 

（亀岡市特別保育事業費補助金交付要綱の一

部改正） 

第１条 亀岡市特別保育事業費補助金交付要綱

（平成１１年亀岡市告示第４５号）の一部を

次のように改正する。 

 別表副食費助成事業の項中「第１９条第１

項第１号」を「第１９条第１号」に改める。 

（亀岡市立保育所及び認定こども園副食費の

徴収に関する要綱の一部改正） 

第２条 亀岡市立保育所及び認定こども園副食

費の徴収に関する要綱（令和元年亀岡市告示

第１７８号）の一部を次のように改正する。 

 第２条中「第１９条第１項第１号」を「第

１９条第１号」に、「同項第２号」を「同条

第２号」に改める。 

（亀岡市民間社会福祉施設サービス向上補助

金交付要綱の一部を改正する告示の一部改

正） 

第３条 亀岡市民間社会福祉施設サービス向上

補助金交付要綱の一部を改正する告示（平成

３１年亀岡市告示第１３号）の一部を次のよ

うに改正する。 

 附則第３項中「第１９条第１項第２号」を

「第１９条第２号」に改める。 

 

   附 則 

 

 この告示は、告示の日から実施する。 

 

「掲示済」 

 

 

 

 亀岡市告示第１３４号 

 

 亀岡市人権条例（仮称）制定検討委員会設置

要綱（令和４年亀岡市告示第１５０号）は、廃

止する。 

 

   令和５年７月１日 

 

          亀岡市長 桂川孝裕 

 

「掲示済」 

 

 

 

 亀岡市告示第１３５号 

 

 亀岡市資源ごみ集団回収報奨金交付要綱（平

成１４年亀岡市告示第１６２号）の一部を次の

ように改正する。 

 

   令和５年７月１日 

 

          亀岡市長 桂川孝裕 

 

 第５条中「４円」を「５円」に改める。 

 別記第５号様式中「４円」を「５円」に改め

る。 

 

   附 則 

 

 この要綱は、告示の日から実施し、令和５年

３月の回収分から適用する。 

「掲示済」 
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 亀岡市告示第１３６号 

 

 亀岡市高齢者運転免許証自主返納支援事業実施要綱（平成２７年亀岡市告示第５１号）の一部を

次のように改正する。 

 

   令和５年７月１日 

 

                               亀岡市長 桂川孝裕 

 

 第２条中第４号を第５号とし、第３号を第４号とし、第２号の次に次の１号を加える。 

⑶ 交通系ＩＣカード 西日本旅客鉄道株式会社が発行するＩＣチップを埋め込んだプリペイド

方式の非接触型ＩＣカードをいう。 

 第４条第１項に次の１号を加える。 

⑶ ５，０００円分（デポジット５００円分を含む。）の交通系ＩＣカードの交付 

 第７条第１項中「第１号又は第２号」を削る。 

 別記第１号様式中 

「 

 

                                         」 

を 

「 

 

 

                                         」 

に改める。 

 別記第２号様式中 

「 

 

                                         」 

を 

「 

 

 

                                         」 

に改める。 

 別記第３号様式中 

「□ タクシー利用カードを受領しました。」を 

⑵ タクシー利用カードの交付  

 

⑵ タクシー利用カードの交付  

⑶ 交通系ＩＣカードの交付  

 □ ⑵ タクシー利用カードの交付 

 

 □ ⑵ タクシー利用カードの交付 

 □ ⑶ 交通系ＩＣカードの交付 
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「□ タクシー利用カードを受領しました。 

 □ 交通系ＩＣカードを受領しました。 」に改める。 

 

   附 則 

 

 この要綱は、令和５年８月１日から実施する。 

 

「掲示済」 

 

 

 

 亀岡市告示第１３７号 

 

 亀岡市空き家流動化促進事業補助金交付要綱（令和３年亀岡市告示第５８号）の一部を次のよう

に改正する。 

 

   令和５年７月１日 

 

                               亀岡市長 桂川孝裕 

 

 第１条中「空き家の」を「空き家及び空き地の」に改める。 

 第２条第２号を次のように改める。 

⑵ 空き地 空き家・空き地バンク要綱第２条第２号に規定する空き地をいう。 

 第２条中第３号を第４号とし、第２号の次に次の１号を加える。 

⑶ 所有者等 空き家・空き地バンク要綱第２条第３号に規定する所有者等をいう。 

 第３条第１項本文中「空き家」の次に「又は空き地」を加え、同項の表中 

「 

補助対象者の働きかけにより、空き家の所有者等

が空き家・空き地バンク要綱第２条第４号に規定

する空き家・空き地バンク（以下「空き地・空き

家バンク」という。）に当該空き家を登録した場

合、その活動に対する報奨金を交付する。 

上記の働きかけにより空き家・空き家バンクに登

録された当該空き家について、売買、賃貸借等の

活用が決定した場合、その活動に対する報奨金を

交付する。 

                         」を 
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「 

補助対象者の働きかけにより、空き家又は空き地

の所有者等が空き家・空き地バンク要綱第２条第

４号に規定する空き家・空き地バンク（以下「空

き家・空き地バンク」という。）に当該空き家及

び空き地を登録した場合は、その活動に対する報

奨金を交付する。ただし、空き家又は空き地のい

ずれか一方のみを登録した場合は、報奨金の交付

はしない。 

上記の働きかけにより空き家・空き地バンクに登

録された空き家又は空き地について、売買、賃貸

借等の活用が決定した場合は、その活動に対する

報奨金を交付する。 

                         」に改め、 

同条第２項及び第３項中「空き家」の次に「又は空き地」を加える。 

 

   附 則 

 

 この要綱は、告示の日から実施する。 

 

「掲示済」 

 

 

 

 亀岡市告示第１３８号 

 

 次の書類は、送達を受けるべき者の所在が不明であるため、亀岡市市民生活部保険医療課におい

て保管し、送達を受けるべき者の申出があれば交付する。 

 ここに、国民健康保険法（昭和３３年法律第１９２号）第７８条において準用する地方税法（昭

和２５年法律第２２６号）第２０条の２の規定により告示する。 

 

   令和５年７月３日 

 

                               亀岡市長 桂川孝裕 
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１ 送達する書類等 

 送達する書類 
送達を受けるべき者 

住  所 氏  名 

1 
更正・決定 

通知書 
令和4年度 国民健康保険料 省略 省略 

2 
更正・決定 

通知書 
令和4年度 国民健康保険料 省略 省略 

3 
更正・決定 

通知書 
令和4年度 国民健康保険料 省略 省略 

4 決定通知書 令和5年度 国民健康保険料 省略 省略 

5 
更正・決定 

通知書 
令和4年度 国民健康保険料 省略 省略 

6 決定通知書 令和5年度 国民健康保険料 省略 省略 

7 決定通知書 令和5年度 国民健康保険料 省略 省略 

8 決定通知書 令和5年度 国民健康保険料 省略 省略 

9 決定通知書 令和5年度 国民健康保険料 省略 省略 

10 決定通知書 令和5年度 国民健康保険料 省略 省略 

11 決定通知書 令和5年度 国民健康保険料 省略 省略 

12 決定通知書 令和5年度 国民健康保険料 省略 省略 

13 決定通知書 令和5年度 国民健康保険料 省略 省略 

14 決定通知書 令和5年度 国民健康保険料 省略 省略 

15 決定通知書 令和5年度 国民健康保険料 省略 省略 

16 決定通知書 令和5年度 国民健康保険料 省略 省略 

17 決定通知書 令和5年度 国民健康保険料 省略 省略 

18 決定通知書 令和5年度 国民健康保険料 省略 省略 

19 決定通知書 令和5年度 国民健康保険料 省略 省略 

20 決定通知書 令和5年度 国民健康保険料 省略 省略 

21 決定通知書 令和5年度 国民健康保険料 省略 省略 
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22 決定通知書 令和5年度 国民健康保険料 省略 省略 

23 決定通知書 令和5年度 国民健康保険料 省略 省略 

24 決定通知書 令和5年度 国民健康保険料 省略 省略 

25 決定通知書 令和5年度 国民健康保険料 省略 省略 

26 決定通知書 令和5年度 国民健康保険料 省略 省略 

27 決定通知書 令和5年度 国民健康保険料 省略 省略 

28 決定通知書 令和5年度 国民健康保険料 省略 省略 

29 決定通知書 令和5年度 国民健康保険料 省略 省略 

30 決定通知書 令和5年度 国民健康保険料 省略 省略 

31 決定通知書 令和5年度 国民健康保険料 省略 省略 

32 決定通知書 令和5年度 国民健康保険料 省略 省略 

33 決定通知書 令和5年度 国民健康保険料 省略 省略 

34 決定通知書 令和5年度 国民健康保険料 省略 省略 

35 決定通知書 令和5年度 国民健康保険料 省略 省略 

36 決定通知書 令和5年度 国民健康保険料 省略 省略 

37 決定通知書 令和5年度 国民健康保険料 省略 省略 

 

２ この書類を受領されないときは、地方税法第２０条の２第３項の規定により、告示の日から起

算して７日を経過した時点で書類の送達があったものとみなす。 

 

「掲示済」 
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 亀岡市告示第１３９号 

 

 次の書類は、送達を受けるべき者の所在が不

明であるため、亀岡市市民生活部保険医療課に

おいて保管し、送達を受けるべき者の申出があ

れば交付する。 

 ここに、高齢者の医療の確保に関する法律

（昭和５７年法律第８０号）第１１２条におい

て準用する地方税法（昭和２５年法律第２２６

号）第２０条の２の規定により告示する。 

 

   令和５年７月５日 

 

          亀岡市長 桂川孝裕 

 

１ 送達する書類 

令和４年度 

後期高齢者医療保険料額決定通知書 

２ 送達を受けるべき者 

  住 所  省略 

  氏 名  省略 

３ この書類を受領されないときは、地方税法

第２０条の２第３項の規定により、告示の日

から起算して７日を経過した時点で書類の送

達があったものとみなす。 

 

「掲示済」 

 

 

 

 亀岡市告示第１４０号 

 

 次の書類は、送達を受けるべき者の所在が不

明であるため、亀岡市市民生活部保険医療課に

おいて保管し、送達を受けるべき者の申出があ

れば交付する。 

 ここに、高齢者の医療の確保に関する法律

（昭和５７年法律第８０号）第１１２条におい

て準用する地方税法（昭和２５年法律第２２６

号）第２０条の２の規定により告示する。 

 

   令和５年７月５日 

 

          亀岡市長 桂川孝裕 

 

１ 送達する書類 

令和４年度 

後期高齢者医療保険料督促状過２期分 

２ 送達を受けるべき者 

  住 所  省略 

  氏 名  省略 

３ この書類を受領されないときは、地方税法

第２０条の２第３項の規定により、告示の日

から起算して７日を経過した時点で書類の送

達があったものとみなす。 

 

「掲示済」 
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 亀岡市告示第１４１号 

 

 電線共同溝の整備等に関する特別措置法（平成７年法律第３９号）第３条第１項の規定により、

次の市道の路線を電線共同溝を整備すべき道路として指定する。 

 なお、その関係図面は、亀岡市まちづくり推進部土木管理課において令和５年７月６日から令和

５年７月２０日まで一般の縦覧に供する。 

 

   令和５年７月６日 

 

                               亀岡市長 桂川孝裕 

 

路線名 区間 延長 

市道クニッテルフェルド通 
亀岡市追分町馬場通9番地先から 

亀岡市古世町西内坪34番地の27先まで 
154.9ｍ 

市道紺屋停車場線 
亀岡市追分町馬場通1番地の1先から 

亀岡市追分町馬場通27番地の1先まで 
21.4ｍ 

 

「掲示済」 
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 亀岡市告示第１４２号 

 

 次の書類は、送達を受けるべき者の所在が不

明であるため、亀岡市健康福祉部高齢福祉課に

おいて保管し、送達を受けるべき者の申出があ

れば交付する。 

 ここに、介護保険法（平成９年法律第１２３

号）第１４３条において準用する地方税法（昭

和２５年法律第２２６号）第２０条の２の規定

により告示する。 

 

   令和５年７月６日 

 

          亀岡市長 桂川孝裕 

 

１ 送達する書類 

   令和５年度介護保険料納入通知書 

２ 送達を受けるべき者 

住 所 氏 名 

省略 省略 

省略 省略 

省略 省略 

省略 省略 

省略 省略 

省略 省略 

省略 省略 

省略 省略 

省略 省略 

省略 省略 

省略 省略 

 

３ この書類を受領されないときは、地方税法

第２０条の２第３項の規定により、告示の日

から起算して７日を経過した時点で書類の送

達があったものとみなす。 

「掲示済」 

 亀岡市告示第１４３号 

 

 亀岡市国民健康保険条例施行規則（昭和５３

年亀岡市規則第２０号）第１２条第３項の規定

に基づき、下記の国民健康保険被保険者証を無

効としたので同条第４項の規定により告示する。 

 

   令和５年７月２０日 

 

          亀岡市長 桂川孝裕 

 

記 

 

亀２１０７－１４００２ 

１ 当該者生年月日 

昭和３１年５月１６日 

２ 保 険 者 

亀岡市（２６－００７－５） 

京都府亀岡市安町野々神８番地 

３ 交付した日 

令和４年４月１日 

４ 無効になる日 

令和５年７月１９日 

 

「掲示済」 

 

 

 

 亀岡市告示第１４４号 

 

 亀岡市国民健康保険条例施行規則（昭和５３

年亀岡市規則第２０号）第１２条第３項の規定

に基づき、下記の国民健康保険被保険者証を無

効としたので同条第４項の規定により告示する。 

 

   令和５年７月２０日 

 

          亀岡市長 桂川孝裕 
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記 

 

亀１９０６－５１０１８ 

１ 当該者生年月日 

平成２０年８月１４日 

２ 保 険 者 

亀岡市（２６－００７－５） 

京都府亀岡市安町野々神８番地 

３ 交付した日 

令和４年４月１日 

４ 無効になる日 

令和５年７月２０日 

 

「掲示済」 

 

 

 

 亀岡市告示第１４５号 

 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第 

２６０条の２第１１項の規定により、地縁によ

る団体から告示事項の変更の届出があったので、

同条第１０項の規定により告示する。 

 

   令和５年７月３１日 

 

          亀岡市長 桂川孝裕 

 

「河原林町中町区」 

１ 変更があった事項及び内容 

  代表者の住所及び氏名 

   住所 省略 

   氏名 黒田 康治 

２ 変更年月日 

   令和５年４月２３日 

３ 変更理由 

   任期満了に伴う代表者の変更 

 

「掲示済」 

 亀岡市告示第１４６号 

 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第 

２６０条の２第１１項の規定により、地縁によ

る団体から告示事項の変更の届出があったので、

同条第１０項の規定により告示する。 

 

   令和５年７月３１日 

 

          亀岡市長 桂川孝裕 

 

「旭町杉区」 

１ 変更があった事項及び内容 

  代表者の住所及び氏名 

   住所 省略 

   氏名 岸本  晃 

２ 変更年月日 

   令和５年４月１７日 

３ 変更理由 

   任期満了に伴う代表者の変更 

 

「掲示済」 

 

 

 

 亀岡市告示第１４７号 

 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第 

２６０条の２第１１項の規定により、地縁によ

る団体から告示事項の変更の届出があったので、

同条第１０項の規定により告示する。 

 

   令和５年７月３１日 

 

          亀岡市長 桂川孝裕 
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「吉川町穴川区」 

１ 変更があった事項及び内容 

  代表者の住所及び氏名 

   住所 省略 

   氏名 石田 新次 

２ 変更年月日 

   令和５年４月１８日 

３ 変更理由 

   任期満了に伴う代表者の変更 

 

「掲示済」 

 

 

 

 亀岡市告示第１４８号 

 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第 

２６０条の２第１１項の規定により、地縁によ

る団体から告示事項の変更の届出があったので、

同条第１０項の規定により告示する。 

 

   令和５年７月３１日 

 

          亀岡市長 桂川孝裕 

 

「畑野町高橋２区」 

１ 変更があった事項及び内容 

  代表者の住所及び氏名 

   住所 省略 

   氏名 池田 憲治 

２ 変更年月日 

   令和５年５月１４日 

３ 変更理由 

   任期満了に伴う代表者の変更 

 

「掲示済」 

 亀岡市告示第１４９号 

 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第 

２６０条の２第１１項の規定により、地縁によ

る団体から告示事項の変更の届出があったので、

同条第１０項の規定により告示する。 

 

   令和５年７月３１日 

 

          亀岡市長 桂川孝裕 

 

「千代川町北ノ庄区」 

１ 変更があった事項及び内容 

  代表者の住所及び氏名 

   住所 省略 

   氏名 俣野 修宏 

２ 変更年月日 

   令和５年４月１６日 

３ 変更理由 

   任期満了に伴う代表者の変更 

 

「掲示済」 
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訓 令 
 

 亀岡市訓令第８号 

 

               庁中一般 

 

 亀岡市子どもファースト推進本部設置要綱を

次のように定める。 

 

   令和５年７月２０日 

 

          亀岡市長 桂川孝裕 
 

亀岡市子どもファースト推進本部

設置要綱 

 

 （設置） 

第１条 全ての子どもたちが光り輝く笑顔あふ

れるまちを目指して、「子どもファースト」

を宣言し、子どもに優しい、子育てに優しい、

子どもを応援するまちづくりの取組を総合的

かつ計画的に推進するため、亀岡市子ども 

ファースト推進本部（以下「推進本部」とい

う。）を設置する。 

 （所掌事務） 

第２条 推進本部は、次に掲げる事項を所掌す

る。 

⑴ 子どもファースト推進事業の周知及び啓

発に関すること。 

⑵ 子どもファースト推進事業の進行管理に

関すること。 

 （組織） 

第３条 推進本部は、部長会議（亀岡市庁議等

に関する規則（平成１５年亀岡市規則第１５

号）に定める部長会議をいう。）の構成員を

もって組織する。 

２ 推進本部に本部長及び副本部長を置く。 

３ 本部長は市長をもって充て、副本部長はこ

ども未来部に属する事務を担任する副市長を

もって充てる。 

 （本部長及び副本部長） 

第４条 本部長は、推進本部を代表し、会務を

総理する。 

２ 副本部長は、本部長を補佐し、本部長に事

故あるとき又は本部長が欠けたときは、その

職務を代理する。 

 （会議） 

第５条 推進本部の会議（以下「推進本部会

議」という。）は、本部長が招集し、本部長

が議長となる。 

２ 本部長は、必要があると認めるときは、推

進本部会議に関係職員の出席を求め、その説

明若しくは意見を聴き、又は資料の提出を求

めることができる。 

 （担当者会議） 

第６条 推進本部会議の円滑な運営を図るため、

推進本部に亀岡市子どもファースト推進本部

担当者会議（以下「担当者会議」という。）

を置く。 

２ 担当者会議は、別表に掲げる者をもって組

織する。 

３ 担当者会議の議長は子育て支援課長をもっ

て充て、副議長は保育課長をもって充てる。 

４ 担当者会議は、必要に応じて本部長が招集

する。 

 （庶務） 

第７条 推進本部の庶務は、こども未来部子育

て支援課において処理する。 

 （その他） 

第８条 この要綱に定めるもののほか、推進本

部の運営に関し必要な事項は、市長が別に定

める。 

 

   附 則 
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 この訓令は、令和５年７月２０日から施行す

る。 

 

別表（第６条関係） 

 亀岡市子どもファースト推進本部担当者会議 

議長 子育て支援課長 

副議長 保育課長 

委員 ＳＤＧｓ創生課長 

文化国際課長 

生涯スポーツ課長 

環境政策課長 

農林振興課長 

都市整備課長 

教育総務課長 

学校教育課長 

社会教育課長 

学校給食センター所長 

図書館長 

みらい教育リサーチセンター所長 
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公 告 
 

 亀岡市公告第４９号 

 

亀岡市職員採用試験公告 

 

 亀岡市職員採用試験を次のとおり実施する。 

 

   令和５年７月１日 

                               亀岡市長 桂川孝裕 

 

１ 試験区分、採用予定人数及び受験資格 

区分 採用予定者数 受験資格 

かめおか方式 

事務 

（上級） 

[２０－３５] 
１０名程度 

昭和６３年４月２日から平成１６年４月１日までに生

まれた人。ただし、学校教育法による高等学校を令和

６年３月３１日までに卒業する見込みの人は受験でき

ない。 

一般方式 

事務 

（初級） 

[１８－２１] 

平成１４年４月２日から平成１８年４月１日までに生

まれた人で、学校教育法による高等学校（同程度と認

めるものを含む。）を令和６年３月３１日までに卒業

する見込みの人 

ま
ち
づ
く
り
技
師 

かめおか方式 

総合土木 

（土木・農業 

土木・造園） 

（上級） 

[２０－４０] 
５名程度 

昭和５８年４月２日から平成１６年４月１日までに生

まれた人で、学校教育法による高等学校以上の学校

（同程度と認めるものを含む。）において土木工学、

造園・緑地、環境工学のいずれかに関する課程を修得

し卒業した人又は令和６年３月３１日までに卒業する

見込み（高等学校を除く。）の人 

一般方式 

総合土木 

（土木・農業 

土木・造園） 

（初級） 

[１８－２１] 

平成１４年４月２日から平成１８年４月１日までに生

まれた人で、学校教育法による高等学校（同程度と認

めるものを含む。）において、土木工学、造園・緑

地、環境工学のいずれかに関する課程を修得し令和６

年３月３１日までに卒業する見込みの人 

かめおか方式 

司書 

[－４０] 

若干名 

昭和５８年４月２日以降に生まれた人で、図書館司書

資格を有する人（令和６年３月３１日までに取得見込

みを含む。） 

かめおか方式 

保育士・幼稚園教諭 

[－４０] 

１０名程度 

昭和５８年４月２日以降に生まれた人で、保育士資格

及び幼稚園教諭資格を有する人（令和６年３月３１日

までに取得見込みを含む。） 

※いずれか１つの試験区分のみ受験が可能である。 
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※いずれの試験区分も障がい者の受験が可能である。 

※募集人数については、現時点における予定に基づくもので、今後の事業計画によって変わるこ

とがある。 

※受験資格がないことが明らかになったときは合格を取り消す場合がある。 

※地方公務員法（昭和２５年法律第２６１号）第１６条の規定による次の欠格条項に該当する人

は受験することができない。 

⑴ 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けることがなくなるま

での者 

⑵ 亀岡市において懲戒免職の処分を受け、その処分の日から２年を経過しない者 

⑶ 人事委員会又は公平委員会の委員の職にあって、同法第６０条から第６３条までに規定す

る罪を犯し、刑に処せられた者 

⑷ 日本国憲法施行の日以後において、日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊す

ることを主張する政党その他の団体を結成し、又はこれに加入した者 

 

２ 試験方法・期日・場所 

それぞれの試験区分ごとの試験方法・期日・場所については、次のとおりである。また、１次

試験の集合時間等については、受験票を交付する際に知らせる。 

⑴ かめおか方式（事務（上級）、総合土木（上級）、司書） 

区分 試験方法 期日 場所 

１次試験 集団面接 

令和５年８月１９日（土） 

令和５年８月２０日（日） 

※上記期日のうち指定する１日 

亀岡市役所 

２次試験 

〇作文試験（必須） 

  及び 

①教養試験 

②ＳＰＩ３試験 

①～②で一つ選択 

計２科目を受験 

令和５年９月１７日（日） 
京都先端科学大学 

京都亀岡キャンパス 

個別面接 

令和５年９月２２日（金） 

～ 

令和５年９月２９日（金） 

※上記期日のうち指定する１日 

亀岡市内の施設 

３次試験 個別面接 

令和５年１１月１３日（月） 

～ 

令和５年１１月１５日（水） 

※上記期日のうち指定する１日 

亀岡市内の施設 
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⑵ かめおか方式（保育士・幼稚園教諭） 

区分 試験方法 期日 場所 

１次試験 集団面接 

令和５年８月１９日（土） 

令和５年８月２０日（日） 

※上記期日のうち指定する１日 

亀岡市役所 

２次試験 

専門試験 令和５年９月１７日（日） 
京都先端科学大学 

京都亀岡キャンパス 

実技試験 令和５年９月下旬 亀岡市内の施設 

３次試験 個別面接 

令和５年１１月１３日（月） 

～ 

令和５年１１月１５日（水） 

※上記期日のうち指定する１日 

亀岡市内の施設 

 

⑶ 一般方式（事務（初級）、総合土木（初級）） 

区分 試験方法 期日 場所 

１次試験 

〇作文試験（必須） 

  及び 

①教養試験 

②ＳＰＩ３試験 

①～②で一つ選択 

計２科目を受験 

令和５年９月１７日（日） 
京都先端科学大学 

京都亀岡キャンパス 

個別面接 

令和５年９月２２日（金） 

～ 

令和５年９月２９日（金） 

※上記期日のうち指定する１日 

亀岡市内の施設 

２次試験 個別面接 

令和５年１１月１３日（月） 

～ 

令和５年１１月１５日（水） 

※上記期日のうち指定する１日 

亀岡市内の施設 

 

３ 試験内容 

作文試験 
作文課題に対する理解力、文章の表現力や構成力などについて評価を行う。 

課題字数は１２００字、試験時間は１時間３０分とする。 

教養試験 

筆記試験（多肢択一式）を行う。 

出題数は４０題で、試験時間は２時間とする。 

出題分野は、時事、社会・人文及び自然に関する一般知識並びに文章理解、

判断・数的推理及び資料解釈に関する能力を問う問題を課す。 
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ＳＰＩ３試験 
言語及び非言語に関する能力検査を行う。 

出題数は７０題で、試験時間は１時間１０分とする。 

専門試験 

筆記試験（多肢択一式）を行う。 

出題数は３０題で、試験時間は１時間３０分とする。 

社会福祉・子ども家庭福祉（社会的養護を含む。）、保育の心理学、教育

学・教育法規、保育原理・保育内容及び子どもの保健を問う問題を課す。 

 

４ 合格発表等 

⑴ 日程 

ア かめおか方式 

合格発表 

１次試験 ９月上旬 

２次試験 １０月中旬 

３次試験 １１月下旬 

 

イ 一般方式 

合格発表 

１次試験 １０月中旬 

２次試験 １１月下旬 

 

⑵ 通知方法及び職員採用候補者名簿の登載 

ア １次、２次及び３次試験の合格発表については、市ホームページで受験番号を掲示するほ

か、合格者にのみ通知を行う。また、３次試験（一般方式については、２次試験）の合格発

表については、合格者の受験番号を掲載した公告文を掲示する。 

イ 最終合格者は、試験区分ごとの職員採用候補者名簿に登載し、令和６年４月１日以降必要

に応じて採用する。ただし、最終合格者と調整し、令和６年３月３１日以前に採用する場合

がある。職員採用候補者名簿の有効期間は、令和７年４月１日までとする。 

 

５ 初任給 

（参考：令和５年４月１日現在。ただし、地域手当を含む。） 

大学卒 短大卒 高校卒 

１９６，３１２円 １７７，１２６円 １６３，８７６円 

⑴ 職歴や学歴等により給料月額が増減する場合がある。また、扶養手当、通勤手当、期末・勤

勉手当（いわゆるボーナス）等の諸手当が要件に応じて支給される。 

⑵ 初任給については、採用前の給与改定等により変更になる場合がある。 
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⑶ 福利厚生制度については、共済組合の制度として、保険給付や資金貸付等が受けられる。 

⑷ 受動喫煙防止対策として、原則敷地内は禁煙である。（一部特定屋外喫煙所がある。） 

 

６ 受験申込みの手続 

申込方法 

亀岡市職員採用試験のインターネットの専用ページから申し込むこととする。 

※インターネットによる申込みができない場合は、７月１２日（水）午後５時

までに人事課まで問い合わせることとする。 

申込受付期間 
令和５年７月１日（土）～７月２３日（日） 

※受付後は、申込みをした試験区分の変更はできない。 

 

７ その他 

自然災害などの発生により、試験が中止又は延期になる場合や、試験会場、試験内容、開始時

間などが変更になる場合がある。 

なお、中止や延期、変更が生じた場合は、市ホームページなどで行う。 

 

８ 採用試験についての問い合わせ 

受験手続、その他の不明な点は亀岡市市長公室人事課に問い合わせることとする。 

   〒６２１－８５０１ 京都府亀岡市安町野々神８番地 

   電 話 （０７７１）２２－３１３１（市役所代表）…（内線２９５４） 

   電 話 （０７７１）５５－９４５１（人事課直通） 

   ＦＡＸ （０７７１）２４－５５０１ 

   ＵＲＬ:https://www.city.kameoka.kyoto.jp/ 

 

「掲示済」 
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 亀岡市公告第５０号 

 

 狂犬病予防法（昭和２５年法律第２４７号）

第６条第７項の規定により、捕獲犬の抑留につ

いて通知を受けたので、同条第８項の規定によ

り公告する。 

 

   令和５年７月６日 

 

          亀岡市長 桂川孝裕 

 

１ 捕獲日時  令和５年７月１日 

        午後１時頃 

２ 捕獲場所  亀岡市千歳町辻周辺 

３ 種  類  雑種 

４ 毛  色  茶 

５ 性  別  雄 

６ 体  格  中 

７ 犬の鑑札  なし 

８ 注射済票  なし 

９ そ の 他  革製首輪あり（赤）、マイク

ロチップなし 

 

（注意）公告期間満了の日の翌日（令和５年７

月８日）までに引取りのないときは処分

される。 

 

（連絡先）京都府南丹保健所環境衛生課 

     電話番号０７７１－６２－４７５４ 

 

「掲示済」 

 

 

 

 亀岡市公告第５１号 

 

 農業委員会等に関する法律（昭和２６年法律

第８８号）第２７条第１項の規定により、下記

のとおり亀岡市農業委員会総会を招集する。 

 

   令和５年７月１２日 

 

          亀岡市長 桂川孝裕 

 

記 

 

１ 日 時  令和５年７月２０日（木） 

       午後１時３０分から 

 

２ 場 所  亀岡市安町野々神８番地 

       亀岡市役所 別館３階 会議室 

 

３ 議 題  役員の選出について 

 

「掲示済」 

 

 

 

 亀岡市公告第５２号 

 

 旧農業経営基盤強化促進法（昭和５５年法律

第６５号）第１８条第１項の規定により、農用

地利用集積計画を定めたので、同法第１９条の

規定により公告し、その関係書類を次により縦

覧に供する。 

 

   令和５年７月１４日 

 

          亀岡市長 桂川孝裕 

 

１ 縦覧期間 

 令和５年７月１４日以後、常時備え置く

こととする。 

２ 縦覧場所 

亀岡市安町野々神８番地 

亀岡市産業観光部農林振興課 

「掲示済」 
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 亀岡市公告第５３号 

 

 一般競争入札（条件付き）を執行するので、次のとおり公告する。 

 なお、この工事は、亀岡市電子入札システムによる電子入札対象案件である。 

 

   令和５年７月１４日 

 

                               亀岡市長 桂川孝裕 

 

1 工事の概要等 

⑴ 工 事 番 号  水施工第1号 

⑵ 工  事  名  南つつじケ丘第1・2配水池等改修工事 

⑶ 工 事 場 所  亀岡市南つつじケ丘地内外 

⑷ 工 事 種 別  土木一式工事 

⑸ 工 事 概 要  ①南つつじケ丘第1配水池改修工事 

            外壁改修                   87.1㎡ 

          ②南つつじケ丘第2配水池改修工事 

            螺旋階段撤去・設置              2基 

            門扉撤去・設置                1基 

          ③浄水場・配水池フェンス改造工事 

            三宅浄水場・犬甘野浄水場・平和台配水池・湯井配水池・旭配水池・ 

            千歳配水池・湯の花調整池・湯の花配水池・寺配水池 

                                   Ｌ＝1,054.0ｍ 

⑹ 予定価格（税込）  35,651,000円 

          【入札書比較価格（税抜） 32,410,000円】 

⑺ 工 期  契約日の翌日から210日間 

⑻ 部 分 払  無 

⑼ 前 金 払  有（当該工事契約金額の40％以内 保証事業会社の保証が必要） 

⑽ 中間 前金 払   請負金額500万円以上かつ工期150日以上（変更工期を含む。）で前払金

の支払を受けており、工期の2分の1が経過していること、工程表により工

期の2分の1が経過するまでに実施すべきものとされている当該工事に係る

作業が行われていること、当該工事に係る既済作業に要する経費が請負代

金の2分の1以上に相当することのいずれの要件にも該当し、認定された場

合に限り請求できる。（中間前払金は請負金額の20％以内 保証事業会社

の保証が必要） 

⑾ 最低制限価格  採用 

⑿ 入札 保証 金  免除 

⒀ 契 約 保 証 金   落札者は、契約金額の100分の10以上の額の契約保証金を契約締結と同
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時に納入しなければならない。この場合において、銀行その他契約担当者

が確実と認める金融機関又は保証事業会社（公共工事の前払金保証事業に

関する法律（昭和27年法律第184号）第2条第4項に規定する保証事業会社

をいう。）の保証をもって契約保証金の納付に代えることができ、公共工

事履行保証証券による保証を付し、又は履行保証保険契約の締結を行った

場合は、契約保証金を免除する。 

⒁ 支給材料及び貸与品  無 

⒂ 契約書の要否  要 

 

２ 入札参加資格要件 

⑴ 令和5年度亀岡市建設工事入札参加資格審査において、「土木一式工事」の「Ａ等級」に認

定された者のうち、希望順位1位で、亀岡市内に本社（本店）を置く者とする。また、入札参

加は単体とし、共同企業体は認めない。 

⑵ 特記仕様書及び建設業法に基づく技術者の配置が可能であること。 

⑶ 手持ち工事が1件以上ある場合は、入札に参加することができない。 

（※手持ち工事とは、亀岡市が実施する令和4年4月1日以降に発注した土木一式工事（Ａ等級

対象工事）の競争入札により落札した工事で、公告の日現在、工事完成届が未提出であるもの

をいう。ただし、災害復旧工事、随意契約、ＪＶによるものや亀岡市長以外と契約予定で落札

したものは手持ち工事に含まない。また、公告日から開札日までの間に、他の土木一式工事

（Ａ等級対象工事）の競争入札で落札した業者は、落札した時点で本案件への入札参加資格を

失う。） 

⑷ 受注金額が1億円を超える場合は、入札に参加することができない。 

（※受注金額は、亀岡市が実施する令和5年4月1日以降に発注した土木一式工事、建築一式工

事及び水道施設工事における受注総計額とする。また、公告日から開札日までの間に、受注金

額が1億円を超える場合は、落札した時点で本案件への入札参加資格を失うこととする。ただ

し、災害復旧工事、随意契約、ＪＶによるもの、亀岡市長以外と契約した工事や契約変更の増

減額は対象外とする。） 

⑸ 受注件数が1件ある場合は、入札に参加することができない。 

（※受注件数とは、亀岡市が実施する令和5年4月1日以降に発注した土木一式工事（Ａ等級対

象工事）で受注した件数をいう。また、公告日から開札日までの間に、他の土木一式工事（Ａ

等級対象工事）の競争入札で落札した業者は、落札した時点で本案件への入札参加資格を失う。

ただし、災害復旧工事、随意契約、ＪＶによるものや亀岡市長以外と契約予定で落札したもの

は受注件数に含まない。） 

⑹ 地方自治法施行令（昭和22年政令第16号）第167条の4の規定に該当していないこと。 

⑺ 入札参加申請時において、国又は地方公共団体の指名停止期間中でないこと。 

 

３ 入札参加資格確認申請時の提出書類 

⑴ 一般競争入札参加資格確認申請書 （別紙様式1） 
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⑵ 配置予定技術者調書 （別紙様式2） 

※ 入札参加資格確認申請時に配置予定技術者が特定できない場合には、複数の候補者を記載

することができるが、その場合は全ての候補者について、条件を満たしていなければならな

い。 

 配置予定技術者調書に記載された現場代理人及び監理技術者（入札参加要件に特別な記載

がなく、下請総額が4,500万円（建築一式は7,000万円）未満の場合は主任技術者）は、契約

工期中、当該工事に専任できるものとし、他工事の現場代理人、監理技術者、主任技術者、

営業所の専任技術者等、重複の配置は認めない。ただし、請負金額が4,000万円（建築一式

工事の場合は8,000万円）未満の場合は、監理技術者等を非専任で配置することができる。 

 なお、平成26年3月1日以降、主任技術者に限り、工事の対象となる工作物に一体性若しく

は連続性が認められる工事又は施工にあたり相互に調整を要する工事で、かつ、工事現場の

相互の間隔が10㎞程度の近接した場所において同一の建設業者が施工する場合には、これら

の工事について兼任することができる。 

 また、配置予定技術者は、自社と直接的かつ恒常的な雇用関係にある技術者を記載するこ

と。（恒常的な雇用関係とは、入札参加資格確認申請の日以前におおむね3箇月以上の雇用

関係があることをいう。） 

⑶ 配置予定技術者が持っている資格・免許等を証する書面等の写し 

※ 配置予定技術者調書に記載した資格・免許等に関するものを添付すること。 

 

４ 入札手続等 

手 続 等 期間・期日・期限 等 手続の方法等 

入札参加資格確認申請書

等の配布期間 

令和5年7月14日（金） 

午後3時から 

共通事項2のとおり 

設計図書等の閲覧期間 令和5年7月14日（金） 

午後3時から 

共通事項2のとおり 

入札参加資格確認申請書

等の受付 

令和5年7月21日（金） 

午前9時から午後5時まで 

令和5年7月24日（月） 

午前9時から午後4時まで 

共通事項3のとおり 

入札参加確認通知の送付 令和5年7月25日（火） 

午後5時までに電子入札システムにより通知 

共通事項3のとおり 

質疑の受付 申請書等に関する質問 

令和5年7月20日（木）午後5時まで 

設計図書に関する質問 

令和5年7月26日（水）午後3時まで 

共通事項5のとおり 

 

質疑の回答 申請書等に関する回答：随時 

設計図書に関する回答 

令和5年7月28日（金） 

午後5時まで 

共通事項5のとおり 
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入札期間 

 

 

令和5年8月2日（水） 

午前9時から午後5時まで 

令和5年8月3日（木） 

午前9時から午後3時まで 

共通事項6のとおり 

 

開札日時 令和5年8月4日（金） 

午前10時 

電子入札システムに

よる 

（注）都合により開札日時を変更する場合は、開札までに連絡する。 

   入札システム停止時間帯は受付できない。 

 

５ 入札参加資格の確認 

 入札参加申請を受付けた後、入札参加資格の確認について別途通知する。 

 なお、この入札参加資格の確認は、一般競争入札参加資格確認申請書と配置予定技術者調書に

より、基本事項について確認を行い、資格の有無を審査したものであり、配置予定技術者調書と

確認資料による詳細な審査は、開札後行うものである。 

 

６ 落札者の決定方法 

 予定価格の制限の範囲内で、最低の価格をもって入札した者を落札者とする。ただし、最低制

限価格未満で入札した者は失格とする。 

 

７ その他 

⑴ 落札者の決定後、当該入札に付する工事に係る契約の締結までの間において、当該落札者が

入札参加資格要件を満たさなくなった場合には、当該工事契約を締結しないことがある。 

⑵ 入札参加申請書に虚偽の記載をした場合には、当工事の入札に参加できないとともに、亀岡

市の指名停止措置を行うことがある。 

⑶ 2日目の締切間際に電子入札の入札書の送信をしようとして、パソコントラブルにより送信

が間に合わず入札書不着になるケースも懸念されるので、入札書等は「原則として、入札書受

付期間の1日目に提出する」こととし「2日目は（1日目にトラブル等が発生した場合の）予備

日」として、必ず受付期間内に間に合うように提出すること。 

⑷ その他については、共通事項のとおりとする。 

 

（問い合わせ先） 

    亀岡市 総務部 契約検査課 （電話 0771-25-5041） 

 

「掲示済」 
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 亀岡市公告第５４号 

 

 都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第

２９条第１項に関する工事が完了したので、次

のとおり公告する。 

 

   令和５年７月１９日 

 

          亀岡市長 桂川孝裕 

 

１ 工事が完了した開発区域に含まれる地域 

 亀岡市保津町構ノ内６２の１、６４の２、

６４の３、弐番１の１１、１の１２ 

（関連区域） 

 亀岡市保津町構ノ内６２の５の一部、弐

番１の６の一部、１の７の一部、１の１０

の一部 

２ 開発許可を受けた者の住所及び名称 

亀岡市大井町南金岐尾垣内９ 

株式会社三煌産業 

 

「掲示済」 
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 亀岡市公告第５５号 

 

 森林経営管理法（平成３０年法律第３５号）第３５条第１項の規定により経営管理実施権配分計

画を定めることとしたため、同法第３７条第１項の規定により公告する。 

 なお、当該経営管理実施権配分計画については、次の場所において縦覧に供する。 

 

   令和５年７月１９日 

 

                               亀岡市長 桂川孝裕 

 

１ 経営管理実施権配分計画の対象森林 

№ 地区名 森林面積 経営管理実施権の存続期間 

2 旭町三俣・桂谷地区 77.94ha 令和14年8月15日 

 

２ 経営管理実施権の設定を受ける林業経営者 

住    所 南丹市日吉町殿田尾崎8番地1 

氏名又は名称 日吉町森林組合 代表理事組合長 湯浅 勲 

 

３ 縦覧場所 

 ⑴ 亀岡市安町野々神８番地 

   亀岡市産業観光部農林振興課 

 ⑵ 亀岡市ホームページ 

 

４ 本公告により、森林所有者及び亀岡市に経営管理受益権が、２の林業経営者に経営管理実施権

が設定される。 

 

「掲示済」 

 

 

 

 亀岡市公告第５６号 

 

 一般競争入札（条件付き）を執行するので、次のとおり公告する。 

 なお、この工事は、亀岡市電子入札システムによる電子入札対象案件である。 

 

   令和５年７月２０日 

 

                               亀岡市長 桂川孝裕 
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１ 工事の概要等 

⑴ 工 事 番 号  5道改第4号 

⑵ 工 事 名  市道湯谷区道線道路改良工事（その9） 

⑶ 工 事 場 所  亀岡市東別院町湯谷地内 

⑷ 工 事 種 別  土木一式工事 

⑸ 工 事 概 要  工事延長          Ｌ＝375.7ｍ Ｗ＝5.0ｍ 

          ・路床安定処理               Ａ＝2,144.1㎡ 

          ・U型側溝 W300～500×H300～700       Ｌ＝150.3ｍ 

          ・管渠 φ300～900             Ｌ＝55.5ｍ 

          ・現場打集水桝 □500～1100×H700～1600   Ｎ＝23.0基 

          ・転石破碎、処分              Ⅴ＝180.0㎥ 

          ・As舗装（表層:再生密粒度As t=40）     Ａ＝2,107.8㎡ 

          ・グルービング舗装             Ａ＝388.6㎡ 

          ・ガードレール（Gr-C-4E）          Ｌ＝413.5ｍ 

          ・区画線（実線、白W=150）          Ｌ＝702.3ｍ 

⑹ 工 期  契約日の翌日から令和6年3月11日まで 

⑺ 部 分 払  無 

⑻ 前 金 払  有（当該工事契約金額の40％以内 保証事業会社の保証が必要） 

⑼ 中間 前金 払   請負金額500万円以上かつ工期150日以上（変更工期を含む。）で前払金

の支払を受けており、工期の2分の1が経過していること、工程表により工

期の2分の1が経過するまでに実施すべきものとされている当該工事に係る

作業が行われていること、当該工事に係る既済作業に要する経費が請負代

金の2分の1以上に相当することのいずれの要件にも該当し、認定された場

合に限り請求できる。（中間前払金は請負金額の20％以内 保証事業会社

の保証が必要） 

⑽ 最低制限価格  採用 

⑾ 入札 保証 金  免除 

⑿ 契 約 保 証 金   落札者は、契約金額の100分の10以上の額の契約保証金を契約締結と同

時に納入しなければならない。この場合において、銀行その他契約担当者

が確実と認める金融機関又は保証事業会社（公共工事の前払金保証事業に

関する法律（昭和27年法律第184号）第2条第4項に規定する保証事業会社

をいう。）の保証をもって契約保証金の納付に代えることができ、公共工

事履行保証証券による保証を付し、又は履行保証保険契約の締結を行った

場合は、契約保証金を免除する。 

⒀ 支給材料及び貸与品  有 

⒁ 契約書の要否  要 
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２ 入札参加資格要件 

⑴ 令和5年度亀岡市建設工事入札参加資格審査において、「土木一式工事」の「Ａ1等級」に認

定された者のうち、希望順位1位で、亀岡市内に本社（本店）を置く者とする。また、入札参

加は単体とし、共同企業体は認めない。 

⑵ 特記仕様書及び建設業法に基づく技術者の配置が可能であること。 

⑶ 手持ち工事（土木一式工事）が1件以上ある場合は、入札に参加することができない。 

（※手持ち工事とは、亀岡市が実施する令和4年4月1日以降に発注した土木一式工事（Ａ1等級

対象工事）の競争入札により落札した工事で、公告の日現在、工事完成届が未提出であるもの

をいう。ただし、災害復旧工事、随意契約、ＪＶによるものや亀岡市長以外と契約予定で落札

したものは手持ち工事に含まない。また、公告日から開札日までの間に、他の土木一式工事

（Ａ1等級対象工事）の競争入札で落札した業者は、落札した時点で本案件への入札参加資格

を失う。） 

⑷ 受注金額が1億円を超える場合は、入札に参加することができない。 

（※受注金額は、亀岡市が実施する令和5年4月1日以降に発注した土木一式工事、建築一式工

事及び水道施設工事における受注総計額とする。また、公告日から開札日までの間に、受注金

額が1億円を超える場合は、落札した時点で本案件への入札参加資格を失うこととする。ただ

し、災害復旧工事、随意契約、ＪＶによるもの、亀岡市長以外と契約した工事や契約変更の増

減額は対象外とする。） 

⑸ 受注件数が1件ある場合は、入札に参加することができない。 

（※受注件数とは、亀岡市が実施する令和5年4月1日以降に発注した土木一式工事（Ａ1等級対

象工事）で受注した件数をいう。また、公告日から開札日までの間に、他の土木一式工事（Ａ

1等級対象工事）の競争入札で落札した業者は、落札した時点で本案件への入札参加資格を失

う。ただし、災害復旧工事、随意契約、ＪＶによるものや亀岡市長以外と契約予定で落札した

ものは受注件数に含まない。） 

⑹ 地方自治法施行令（昭和22年政令第16号）第167条の4の規定に該当していないこと。 

⑺ 入札参加申請時において、国又は地方公共団体の指名停止期間中でないこと。 

 

３ 入札参加資格確認申請時の提出書類 

⑴ 一般競争入札参加資格確認申請書 （別紙様式1） 

⑵ 配置予定技術者調書 （別紙様式2） 

※ 入札参加資格確認申請時に配置予定技術者が特定できない場合には、複数の候補者を記載

することができるが、その場合は全ての候補者について、条件を満たしていなければならな

い。 

 配置予定技術者調書に記載された現場代理人及び監理技術者（入札参加要件に特別な記載

がなく、下請総額が4,500万円（建築一式は7,000万円）未満の場合は主任技術者）は、契約

工期中、当該工事に専任できるものとし、他工事の現場代理人、監理技術者、主任技術者、

営業所の専任技術者等、重複の配置は認めない。ただし、請負金額が4,000万円（建築一式

工事の場合は8,000万円）未満の場合は、監理技術者等を非専任で配置することができる。 
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 なお、平成26年3月1日以降、主任技術者に限り、工事の対象となる工作物に一体性若しく

は連続性が認められる工事又は施工にあたり相互に調整を要する工事で、かつ、工事現場の

相互の間隔が10㎞程度の近接した場所において同一の建設業者が施工する場合には、これら

の工事について兼任することができる。 

 また、配置予定技術者は、自社と直接的かつ恒常的な雇用関係にある技術者を記載するこ

と。（恒常的な雇用関係とは、入札参加資格確認申請の日以前におおむね3箇月以上の雇用

関係があることをいう。） 

⑶ 配置予定技術者が持っている資格・免許等を証する書面等の写し 

※ 配置予定技術者調書に記載した資格・免許等に関するものを添付すること。 

 

４ 入札手続等 

手 続 等 期間・期日・期限 等 手続の方法等 

入札参加資格確認申請書

等の配布期間 

令和5年7月20日（木） 

午後3時から 

共通事項2のとおり 

設計図書等の閲覧期間 令和5年7月20日（木） 

午後3時から 

共通事項2のとおり 

入札参加資格確認申請書

等の受付 

令和5年7月31日（月） 

午前9時から午後5時まで 

令和5年8月1日（火） 

午前9時から午後4時まで 

共通事項3のとおり 

入札参加確認通知の送付 令和5年8月2日（水） 

午後5時までに電子入札システムにより通知 

共通事項3のとおり 

質疑の受付 申請書等に関する質問 

令和5年7月28日（金）午後5時まで 

設計図書に関する質問 

令和5年8月4日（金）午後3時まで 

共通事項5-1のとお

り 

質疑の回答 申請書等に関する回答：随時 

設計図書に関する回答 

令和5年8月8日（火） 

午後5時まで 

共通事項5-1のとお

り 

入札期間 令和5年8月17日（木） 

午前9時から午後5時まで 

令和5年8月18日（金） 

午前9時から午後3時まで 

共通事項6のとおり 

予定価格の公表 予定価格の公表：令和5年8月18日（金） 

午後4時以降 

入札情報公開システ

ムによる 

予定価格に関する質問の

受付 

予定価格の公表をしたときから 

令和5年8月22日（火）正午まで 

共通事項5-2のとお

り 
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予定価格に関する質問へ

の回答 

令和5年8月23日（水）まで 共通事項5-2のとお

り 

 【予定価格に関する質

問がないとき】 

【予定価格に関する質

問があるとき】 

 

開札日時 令和5年8月23日（水） 

午前10時 

令和5年8月24日（木） 

午前10時 

電子入札システムに

よる 

再度入札を行う場合の入

札期間 

令和5年8月24日（木） 

午前9時から午後3時ま

で 

令和5年8月25日（金） 

午前9時から午後3時ま

で 

共通事項6のとおり 

再度入札の開札日時 令和5年8月24日（木） 

午後3時以降 

令和5年8月25日（金） 

午後3時以降 

電子入札システムに

よる 

（注）都合により開札日時を変更する場合は、開札までに連絡する。 

   入札システム停止時間帯は受付できない。 

 

５ 入札参加資格の確認 

 入札参加申請を受付けた後、入札参加資格の確認について別途通知する。 

 なお、この入札参加資格の確認は、一般競争入札参加資格確認申請書と配置予定技術者調書に

より、基本事項について確認を行い、資格の有無を審査したものであり、配置予定技術者調書と

確認資料による詳細な審査は、開札後行うものである。 

 

６ 落札者の決定方法 

 予定価格の制限の範囲内で、最低の価格をもって入札した者を落札者とする。ただし、最低制

限価格未満で入札した者は失格とする。 

 

７ その他 

⑴ 落札者の決定後、当該入札に付する工事に係る契約の締結までの間において、当該落札者が

入札参加資格要件を満たさなくなった場合には、当該工事契約を締結しないことがある。 

⑵ 入札参加申請書に虚偽の記載をした場合には、当工事の入札に参加できないとともに、亀岡

市の指名停止措置を行うことがある。 

⑶ 2日目の締切間際に電子入札の入札書の送信をしようとして、パソコントラブルにより送信

が間に合わず入札書不着になるケースも懸念されるので、入札書等は「原則として、入札書受

付期間の1日目に提出する」こととし「2日目は（1日目にトラブル等が発生した場合の）予備

日」として、必ず受付期間内に間に合うように提出すること。 

⑷ その他については、共通事項のとおりとする。 

 

（問い合わせ先） 

    亀岡市 総務部 契約検査課（電話 0771-25-5041） 

 

「掲示済」 
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 亀岡市公告第５７号 

 

 一般競争入札（条件付き）を執行するので、次のとおり公告する。 

 なお、この工事は、亀岡市電子入札システムによる電子入札対象案件である。 

 

   令和５年７月２１日 

 

                               亀岡市長 桂川孝裕 

 

１ 工事の概要等 

⑴ 工 事 番 号  水施工第2号 

⑵ 工 事 名  千代川浄水場消石灰注入設備撤去工事 

⑶ 工 事 場 所  亀岡市千代川町地内 

⑷ 工 事 種 別  水道施設工事 

⑸ 工 事 概 要  機械設備撤去工 一式 

          電気設備撤去工 一式 

          建屋補修工   一式 

⑹ 予定価格（税込）  13,299,000円 

          【入札書比較価格（税抜） 12,090,000円】 

⑺ 工 期  契約日の翌日から210日間 

⑻ 部 分 払  無 

⑼ 前 金 払  有（原則請負金額の40％以内。保証事業会社の保証が必要。） 

⑽ 最低制限価格  採用 

⑾ 入札 保証 金  免除 

⑿ 契約 保証 金   落札者は、契約金額の100分の10以上の額の契約保証金を契約締結と同

時に納入しなければならない。この場合において、銀行その他契約担当者

が確実と認める金融機関又は保証事業会社（公共工事の前払金保証事業に

関する法律（昭和27年法律第184号）第2条第4項に規定する保証事業会社

をいう。）の保証をもって契約保証金の納付に代えることができ、公共工

事履行保証証券による保証を付し、又は履行保証保険契約の締結を行った

場合は、契約保証金を免除する。 

⒀ 支給材料及び貸与品  無 

⒁ 契約書の要否  要 

 

２ 入札参加資格要件 

⑴ 令和5年度亀岡市建設工事入札参加資格審査において、「水道施設工事」の「Ｂ等級」に認

定された者であり、希望順位3位以上の亀岡市内に本社（本店）を置く者とする。また、入札

参加は単体とし、共同企業体は認めない。 
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⑵ 「亀岡市水道施設等の事故に関する協定」を締結していること。 

⑶ 主任技術者として、「水道施設工事」に係る主任技術者資格（国家資格者に限る。）を有す

る自社と直接的かつ恒常的な雇用関係にある技術者を、工事現場に専任で配置できるものであ

ること。また、下請総額が4,000万円以上となる場合は、監理技術者として、「水道施設工

事」に係る監理技術者資格を有する自社と直接的かつ恒常的な雇用関係のある技術者を、工事

現場に専任で配置できるものであること。 

⑷ 手持ち工事（水道施設工事）が1件以上ある場合は、入札に参加することができない。 

（※手持ち工事とは、亀岡市が実施する令和4年4月1日以降に発注した水道施設工事（Ｂ等級

対象工事）の競争入札により落札した工事で、公告の日現在、工事完成届が未提出であるもの

をいう。ただし、随意契約、災害対象案件、ＪＶによるものや亀岡市長以外と契約予定で落札

したものは手持ち工事に含まない。また、公告日から開札日までの間に、他の水道施設工事

（Ｂ等級対象工事）の競争入札で落札した業者は、落札した時点で本案件への入札参加資格を

失う。） 

⑸ 受注金額が1億円を超える場合は、入札に参加することができない。 

（※受注金額は、亀岡市が実施する令和4年4月1日以降に発注した土木一式工事、建築一式工

事及び水道施設工事における受注総計額とする。また、公告日から開札日までの間に、受注金

額が1億円を超える場合は、落札した時点で本案件への入札参加資格を失うこととする。ただ

し、随意契約、災害対象案件、ＪＶによるもの、亀岡市長以外と契約予定で落札したものや契

約変更の増減額は対象外とする。） 

⑹ 地方自治法施行令（昭和22年政令第16号）第167条の4の規定に該当していないこと。 

⑺ 入札参加申請時において、国又は地方公共団体の指名停止期間中でないこと。 

 

３ 入札参加資格確認申請時の提出書類 

⑴ 一般競争入札参加資格確認申請書 （別紙様式1） 

⑵ 配置予定技術者調書 （別紙様式2） 

※ 入札参加資格確認申請時に配置予定技術者が特定できない場合には、複数の候補者を記載

することができるが、その場合は全ての候補者について、条件を満たしていなければならな

い。 

 配置予定技術者調書に記載された現場代理人及び監理技術者（入札参加要件に特別な記載

がなく、下請総額が4,500万円（建築一式は7,000万円）未満の場合は主任技術者）は、契約

工期中、当該工事に専任できるものとし、他工事の現場代理人、監理技術者、主任技術者、

営業所の専任技術者等、重複の配置は認めない。ただし、請負金額が4,000万円（建築一式

工事の場合は8,000万円）未満の場合は、監理技術者等を非専任で配置することができる。 

 なお、平成26年3月1日以降、主任技術者に限り、工事の対象となる工作物に一体性若しく

は連続性が認められる工事又は施工にあたり相互に調整を要する工事で、かつ、工事現場の

相互の間隔が10㎞程度の近接した場所において同一の建設業者が施工する場合には、これら

の工事について兼任することができる。 

 また、配置予定技術者は、自社と直接的かつ恒常的な雇用関係にある技術者を記載するこ
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と。（恒常的な雇用関係とは、入札参加資格確認申請の日以前におおむね3箇月以上の雇用

関係があることをいう。） 

⑶ 配置予定技術者が持っている資格・免許等を証する書面等の写し 

※ 配置予定技術者調書に記載した資格・免許等に関するものを添付すること。 

 

４ 入札手続等 

手 続 等 期間・期日・期限 等 手続の方法等 

入札参加資格確認申請書等

の配布期間 

令和5年7月21日（金） 

午後3時から 

共通事項2のとおり 

設計図書等の閲覧期間 令和5年7月21日（金） 

午後3時から 

共通事項2のとおり 

入札参加資格確認申請書等

の受付 

 

 

令和5年7月27日（木） 

午前9時から午後5時まで 

令和5年7月28日（金） 

午前9時から午後4時まで 

共通事項3のとおり 

入札参加確認通知の送付 令和5年7月31日（月） 

午後5時までに電子入札システムに

より通知 

共通事項3のとおり 

質疑の受付 

 

 

申請書等に関する質問 

令和5年7月26日（水） 

午後5時まで 

設計図書に関する質問 

令和5年8月1日（火） 

午後3時まで 

共通事項5のとおり 

 

 

 

質疑の回答 申請書等に関する回答：随時 

設計図書に関する回答 

令和5年8月3日（木） 

午後5時まで 

共通事項5のとおり 

入札期間 

 

 

令和5年8月7日（月） 

午前9時から午後5時まで 

令和5年8月8日（火） 

午前9時から午後3時まで 

共通事項6のとおり 

 

開札日時 令和5年8月9日（水） 

午前10時 

電子入札システムによる 

（注）都合により開札日時を変更する場合は、開札までに連絡する。 

   入札システム停止時間帯は受付できない。 

 

５ 入札参加資格の確認 

 入札参加申請を受付けた後、入札参加資格の確認について別途通知する。 
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 なお、この入札参加資格の確認は、一般競

争入札参加資格確認申請書と配置予定技術者

調書により、基本事項について確認を行い、

資格の有無を審査したものであり、配置予定

技術者調書と確認資料による詳細な審査は、

開札後行うものである。 

 

６ 落札者の決定方法 

 予定価格の制限の範囲内で、最低の価格を

もって入札した者を落札者とする。ただし、

最低制限価格未満で入札した者は失格とする。 

 

７ その他 

⑴ 落札者の決定後、当該入札に付する工事

に係る契約の締結までの間において、当該

落札者が入札参加資格要件を満たさなく 

なった場合には、当該工事契約を締結しな

いことがある。 

⑵ 入札参加申請書に虚偽の記載をした場合

には、当工事の入札に参加できないととも

に、亀岡市の指名停止措置を行うことがあ

る。 

⑶ 2日目の締切間際に電子入札の入札書の

送信をしようとして、パソコントラブルに

より送信が間に合わず入札書不着になる 

ケースも懸念されるので、入札書等は「原

則として、入札書受付期間の1日目に提出

する」こととし「2日目は（1日目にトラブ

ル等が発生した場合の）予備日」として、

必ず受付期間内に間に合うように提出する

こと。 

⑷ その他については、共通事項のとおりと

する。 

 

（問い合わせ先） 

    亀岡市 総務部 契約検査課 

    （電話 0771-25-5041） 

「掲示済」 

 亀岡市公告第５８号 

 

 京都・亀岡保津川公園測量設計等業務委託

（その2）について、公募型プロポーザル方式

により受託事業候補者の選定を行うので、次の

とおり公告する。 

 

   令和５年７月２６日 

 

          亀岡市長 桂川孝裕 

 

１ 業務概要 

⑴ 業務名 

京都・亀岡保津川公園測量設計等業務委

託（その2） 

⑵ 業務場所 

  亀岡市保津町上中島地内外 

⑶ 履行期間 

契約日の翌日から令和6年3月29日まで 

⑷ 業務内容 

 京都・亀岡保津川公園のうち約3.26haの

範囲について、「京都・亀岡保津川公園の

整備の基本的な考え方」及び「整備計画」

に基づき、生物多様性の保全や遊水機能の

維持のための湿地帯エリアの実施設計を行

い、工事発注に必要な図書・報告書の作成

を行うものとする。 

⑸ 見積限度額 

24,000,000円 

（消費税及び地方消費税を含む。） 

 

２ 募集要項等 

 別紙「京都・亀岡保津川公園測量設計等業

務委託（その2）公募型プロポーザル実施要

領」のとおり 
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３ スケジュール（予定） 

⑴ プロポーザル実施の公告 

令和5年7月26日（水） 

⑵ 参加申込書提出期限 

令和5年8月8日（火）まで（必着） 

⑶ 質疑書受付期限 

令和5年8月8日（火）まで（必着） 

⑷ 参加資格審査結果通知書の送付 

令和5年8月10日（木） 

⑸ 質疑回答書の送付 

令和5年8月18日（金） 

⑹ 提案書提出期限 

令和5年8月30日（水）まで（必着） 

⑺ 審査の実施 

令和5年9月1日（金） 

⑻ 審査結果の通知 

令和5年9月6日（水） 

 

４ 問い合わせ先 

〒621-8501 

京都府亀岡市安町野々神８番地 

亀岡市役所2階 

亀岡市まちづくり推進部都市整備課 

TEL:0771-25-5071（直通） 

FAX:0771-23-5000 

E-mail:tosi-seibi@city.kameoka.lg.jp 

 

「掲示済」 

 亀岡市公告第５９号 

 

 令和５年亀岡市公告第３０号に基づき実施し

た本市職員採用試験の結果、次のとおり合格者

を決定し、職員採用候補者名簿に登載したので

公告する。ただし、有効期間については、令和

７年４月１日までとする。 

 

   令和５年７月２６日 

 

          亀岡市長 桂川孝裕 

 

合格者受験番号 

 

 学芸員 

 ２００７、２００８、２０２１ 

 

「掲示済」 
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任免及び辞令 
 

             山 野 則 子 

亀岡市政の円滑な推進に資するための子どもの

貧困対策事業に係る市政アドバイザーとして参

与に委嘱します 

任期は令和６年３月３１日までとします 

   令和５年７月１日 

 

             仲 山 德 音 

亀岡市政の円滑な運営に資するため地方創生に

係る市政アドバイザーとして参与に委嘱します 

任期は令和６年７月１７日までとします 

   令和５年７月１８日 

 

             井 内 廣 樹 

亀岡市都市計画審議会委員の委嘱を解きます 

   令和５年７月１９日 

 

             堀 井 恭 子 

             中 澤   克 

             堀 下 孝 次 

             神 﨑   弥 

             松 本 孝 之 

             佐 藤   浩 

             八 木 秀 和 

             大 西 良 昭 

（各 通）        辻 村 宗 治 

             森   幸 雄 

             中 村 修 司 

             渡 邉   武 

             俣 野 和 俊 

             中 澤 加寿子 

             市 原 靖 夫 

             廣 瀨   均 

             桂   一 彦 

（各 通）
        伊 津   哲 

             岩 田 和 治 

亀岡市農業委員会委員に委嘱します 

任期は令和８年７月１９日までとします 

   令和５年７月２０日 

 

             栗 山 準 一 

             中 藪 裕 介 

             櫻 井 邦 男 

             堀 下 孝 次 

             西 田 新 司 

             大 釜 茂 和 

             上 田 政 行 

             山 下 雅 一 

（各 通）        岸   親 夫 

             乙 坂 優 次 

             橋 爪 博 幸 

             市 岡 悦 子 

             俣 野 健 二 

             稲 留 健一郎 

             中 西 正 樹 

             廣 川   剛 

             土 井   勉 

亀岡市地域公共交通会議委員に委嘱します 

任期は令和７年７月２０日までとします 

   令和５年７月２１日 

 

             伊 藤 悦 子 

             薬師寺 公 夫 

             平 井 眞理子 

             石 田 数 美 

             川 勝 哲 也 

（各 通）        木 曽 利 廣 

             木 曽 布 恭 

             小 泉 浩 子 

             中 川   寬 

             中 村 雄 一 

             服 部 義 彌 
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             杜   恵美子 

（各 通）        石 山 耐 子 

             杵 川   感 

亀岡市人権条例（仮称）制定審議会委員に委嘱

します 

任期は令和６年３月３１日までとします 

   令和５年７月２４日 
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教育委員会欄 
 

規 則 
 

 亀岡市立幼稚園における預かり保育の実施に関する規則の一部を改正する規則をここに公布する。 

 

   令和５年７月１日 

 

                        亀岡市教育委員会教育長 神先宏彰 

 

 亀岡市教育委員会規則第４号 

 

亀岡市立幼稚園における預かり保育の実施に関する規則の一部を改正する規則 

 

 亀岡市立幼稚園における預かり保育の実施に関する規則（平成２７年亀岡市教育委員会規則第５

号）の一部を次のように改正する。 

 

 第３条第１項を次のように改める。 

第３条 預かり保育の実施日及び実施時間は、亀岡市立幼稚園運営規程（平成２７年亀岡市教育委

員会教育長訓令第４号）で定める。 

 第３条第２項中「前項に規定する休業日のほか」を「前項の規定にかかわらず」に、「は休業

日」を「を休園日」に改める。 

 第３条第３項を削る。 

 第３条第４項中「前項に規定する」を削り、同項を同条第３項とする。 

 別記第１号様式中 

「 

 

 

                             」を 

「 

 

 

                             」に改める。 

 教育時間終了後から午後     時まで 

※預かり保育の実施時間は、教育時間終了後から午後５時まで 

 

開 園 日 教育時間終了後から       時まで 

長期休業日       時から       時まで 
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 別記第２号様式中 

「 

 

 

                             」を 

「 

 

 

                             」に改める。 

 別記第４号様式中 

「 

 

 

                             」を 

「 

 

 

                             」に改める。 

 

   附 則 

 

 この規則は、公布の日から施行する。 

 

「掲示済」 

 教育時間終了後から午後     時まで 

※預かり保育の実施時間は、教育時間終了後から午後５時まで 

開 園 日 教育時間終了後から       時まで 

長期休業日       時から       時まで 

 教育時間終了後から午後     時まで 

 

 

開 園 日 教育時間終了後から       時まで 

長期休業日       時から       時まで 

 



 
亀 岡 市 公 報 

 54 

第９４３号令和５年８月１５日発行 

 

教育長訓令 
 

 亀岡市教育委員会教育長訓令第３号 

 

                                      庁中一般 

 

 亀岡市立幼稚園運営規程の一部を改正する訓令を次のように定める。 

 

   令和５年７月１日 

 

                        亀岡市教育委員会教育長 神先宏彰 

 

亀岡市立幼稚園運営規程の一部を改正する訓令 

 

 亀岡市立幼稚園運営規程（平成２７年亀岡市教育委員会教育長訓令第４号）の一部を次のように

改正する。 

 

 別表預かり保育の実施日等の欄中 

「 

月曜日から金曜日まで 

教育時間終了後から午後５時００分まで 

                                     」 

を 

「 

 月曜日から金曜日までの教育時間終了後から午後５時００分まで並びに夏

季休業日、冬季休業日及び春季休業日の午前９時００分から午後５時００分

まで。ただし、次に掲げる日を除く。 

 ⑴ 日曜日、土曜日、国民の祝日（国民の祝日に関する法律（昭和２３年

法律第１７８号）に規定する休日をいう。以下同じ。） 

 ⑵ １月２日、同月３日、８月１３日から同月１６日まで及び１２月２９

日から同月３１日まで 

                                     」 

に改める。 

 

   附 則 

 

 この訓令は、令和５年７月１日から施行する。 
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任免及び辞令 
 

             久下沼 仁 笥 

             松 村 正 美 

             國 府 美 幸 

             安 田 佳那子 

             須 知   学 

（各 通）        井 尻 浩 子 

             辻 村 ちゑみ 

             草 木 技 乃 

             上 田 政 行 

             入 木 啓 至 

             四 方   梓 

亀岡市学校給食検討懇話会委員に委嘱します 

   令和５年７月３日 

 

             栗 山 卓 弥 

             若 松 麻 美 

（各 通）
        貝阿弥 俊 也 

             國 府 美 幸 

             小 林 幹 弥 

             三 上 香 里 

亀岡市立学校教職員安全衛生委員会委員に委嘱

します 

   令和５年７月１３日 

上下水道部欄 
 

規 程 
 

 亀岡市上下水道部の企業職員の給与等に関す

る規程の一部を改正する規程を次のように定め

る。 

 

   令和５年７月１日 

 

          亀岡市長 桂川孝裕 

 

 亀岡市上下水道事業管理規程第４号 

 

亀岡市上下水道部の企業職員の給

与等に関する規程の一部を改正す

る規程 

 

 亀岡市上下水道部の企業職員の給与等に関す

る規程（昭和４７年亀岡市水道事業管理規程第

２号）の一部を次のように改正する。 

 

 附則第３項を削る。 

 

   附 則 

 

 この規程は、公布の日から施行する。 

 

「掲示済」 
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告 示 
 

 亀岡市上下水道部告示第１６号 

 

亀岡市指定給水装置工事事業者

再開の告示 

 

   令和５年７月１１日 

 

          亀岡市長 桂川孝裕 

 

 下記の業者から指定給水装置工事事業者再開

届出書が提出されたので、亀岡市指定給水装置

工事事業者規程第１０条第２号の規定により告

示する。 

 

記 

 

１ 再開処理日 

   令和５年６月１６日 

２ 再開業者 

指定 
番号 

業者名 代表者名 住   所 

246 
日興建設 

株式会社 

代表取締役 

柳山 春佳 

京都府南丹市日吉

町上胡麻辻ノ本30

番地3 

 

「掲示済」 
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